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新 旧 対 照 表 
○ 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 療 育 の 給 付 、 助 産 施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 

改 正 後 改 正 前 

（ 趣 旨 ） （ 趣 旨 ） 

第 一 条 こ の 規 則 は 、 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。 ） 第 二 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 療 育 の 給 付 （ 以 下 「 療 育 の 給 付 」 と

い う 。 ） 、 第 二 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 助 産 施 設 に お け る 助 産 の 実 施 及 び

第 二 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 母 子 生 活 支 援 施 設 に お け る 母 子 保 護 の 実 施

（ 以 下 「 助 産 施 設 等 に お け る 助 産 等 の 実 施 」 と い う 。 ） 、 第 二 十 七 条 第 一 項

第 三 号 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 措 置 、 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ る 調 査 及 び 質 問 、

第 三 十 条 の 規 定 に よ る 同 居 児 童 の 届 出 、 第 三 十 一 条 の 規 定 に よ る 在 所 期 間 の

延 長 、 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ る 児 童 の 一 時 保 護 並 び に 第 三 十 三 条 の 六 第 一 項

の 規 定 に よ る 児 童 自 立 生 活 援 助 の 実 施 （ 以 下 「 児 童 自 立 生 活 援 助 の 実 施 」 と

い う 。 ） 並 び に 第 五 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 費 用 の 徴 収 に 関 し 必 要 な 事 項

を 定 め る も の と す る 。 

第 一 条 こ の 規 則 は 、 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。 ） 第 二 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 療 育 の 給 付 （ 以 下 「 療 育 の 給 付 」 と

い う 。 ） 、 第 二 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 助 産 施 設 に お け る 助 産 の 実 施 及 び

第 二 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 母 子 生 活 支 援 施 設 に お け る 母 子 保 護 の 実 施

（ 以 下 「 助 産 施 設 等 に お け る 助 産 等 の 実 施 」 と い う 。 ） 、 第 二 十 七 条 第 一 項

第 三 号 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 措 置 、 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ る 調 査 及 び 質 問 、

第 三 十 条 の 規 定 に よ る 同 居 児 童 の 届 出 、 第 三 十 一 条 の 規 定 に よ る 在 所 期 間 の

延 長 、 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ る 児 童 の 一 時 保 護 並 び に 第 三 十 三 条 の 六 第 一 項

の 規 定 に よ る 児 童 自 立 生 活 援 助 の 実 施 （ 以 下 「 児 童 自 立 生 活 援 助 の 実 施 」 と

い う 。 ） 並 び に 第 五 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 費 用 の 徴 収 に 関 し 必 要 な 事 項

を 定 め る も の と す る 。 

一 部 改 正 〔 平 成 一 〇 年 規 則 三 七 号 ・ 一 二 年 一 〇 九 号 ・ 一 三 年 六 一 号 ・

一 四 年 四 九 号 ・ 一 七 年 八 二 号 ・ 一 八 年 五 五 号 ・ 二 〇 年 二 号 ・ 二 二 年

五 四 号 〕 

一 部 改 正 〔 平 成 一 〇 年 規 則 三 七 号 ・ 一 二 年 一 〇 九 号 ・ 一 三 年 六 一 号 ・

一 四 年 四 九 号 ・ 一 七 年 八 二 号 ・ 一 八 年 五 五 号 ・ 二 〇 年 二 号 ・ 二 二 年

五 四 号 〕 

第 二 条 か ら 第 六 条 ま で 削 除 第 二 条 か ら 第 六 条 ま で 削 除 

〔 平 成 一 八 年 規 則 五 五 号 〕 〔 平 成 一 八 年 規 則 五 五 号 〕 

（ 療 育 の 給 付 ） （ 療 育 の 給 付 ） 

第 七 条 児 童 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 三 年 厚 生 省 令 第 十 一 号 。 以 下 「 施 行 規

則 」 と い う 。 ） 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請 は 、 療 育 給 付 申 請 書 （ 別 記 第

十 五 号 様 式 ） に 法 第 二 十 条 第 四 項 に 規 定 す る 指 定 療 育 機 関 （ 以 下 「 指 定 療 育

機 関 」 と い う 。 ） の 医 師 の 作 成 し た 療 育 給 付 意 見 書 （ 別 記 第 十 六 号 様 式 ） 、

世 帯 調 書 （ 別 記 第 十 六 号 様 式 の 二 ） 並 び に 療 育 の 給 付 を 要 す る 児 童 及 び そ の

扶 養 義 務 者 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 で あ る と き は 当 該 各 号 に 定 め る 書 面 を 添 え

て 行 う も の と す る 。 

第 七 条 児 童 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 三 年 厚 生 省 令 第 十 一 号 。 以 下 「 施 行 規

則 」 と い う 。 ） 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請 は 、 療 育 給 付 申 請 書 （ 別 記 第

十 五 号 様 式 ） に 法 第 二 十 条 第 四 項 に 規 定 す る 指 定 療 育 機 関 （ 以 下 「 指 定 療 育

機 関 」 と い う 。 ） の 医 師 の 作 成 し た 療 育 給 付 意 見 書 （ 別 記 第 十 六 号 様 式 ） 、

世 帯 調 書 （ 別 記 第 十 六 号 様 式 の 二 ） 並 び に 療 育 の 給 付 を 要 す る 児 童 及 び そ の

扶 養 義 務 者 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 で あ る と き は 当 該 各 号 に 定 め る 書 面 を 添 え

て 行 う も の と す る 。 

一 生 活 保 護 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四 十 四 号 ） 第 六 条 第 一 項 に 規 定 す る

被 保 護 者 （ 以 下 「 被 保 護 者 」 と い う 。 ） 被 保 護 者 で あ る こ と を 証 す る 書

面 

一 生 活 保 護 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四 十 四 号 ） 第 六 条 第 一 項 に 規 定 す る

被 保 護 者 （ 以 下 「 被 保 護 者 」 と い う 。 ） 被 保 護 者 で あ る こ と を 証 す る 書

面 

二 中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等

及 び 特 定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 六 年 法 律 第 三 十 号 ） 第 十

四 条 第 一 項 に 規 定 す る 支 援 給 付 （ 以 下 「 支 援 給 付 」 と い う 。 ） を 受 け て い

二 中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等

及 び 特 定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 六 年 法 律 第 三 十 号 ） 第 十

四 条 第 一 項 に 規 定 す る 支 援 給 付 （ 以 下 「 支 援 給 付 」 と い う 。 ） を 受 け て い
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る 者 支 援 給 付 を 受 け て い る こ と を 証 す る 書 面 る 者 支 援 給 付 を 受 け て い る こ と を 証 す る 書 面 
三 当 該 申 請 を し よ う と す る 日 の 属 す る 年 度 分 （ 課 税 額 が 判 明 し な い 期 間 に

あ つ て は 、 当 該 日 の 属 す る 年 度 の 前 年 度 分 と す る 。 以 下 こ の 項 及 び 別 表 第

一 に お い て 同 じ 。 ） の 市 町 村 民 税 （ 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二

十 六 号 ） 第 五 条 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 市 町 村 民 税 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

の 非 課 税 者 （ 前 各 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 度 分 の 市 町

村 民 税 が 非 課 税 で あ る こ と を 証 す る 書 面 

三 当 該 申 請 を し よ う と す る 日 の 属 す る 年 度 分 （ 課 税 額 が 判 明 し な い 期 間 に

あ つ て は 、 当 該 日 の 属 す る 年 度 の 前 年 度 分 と す る 。 以 下 こ の 号 、 次 号 、 第

六 号 及 び 別 表 第 一 に お い て 同 じ 。 ） の 市 町 村 民 税 （ 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五

年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） 第 五 条 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 市 町 村 民 税 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） の 非 課 税 者 （ 第 一 号 及 び 前 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該

日 の 属 す る 年 度 分 の 市 町 村 民 税 が 非 課 税 で あ る こ と を 証 す る 書 面 

四 当 該 申 請 を し よ う と す る 日 の 属 す る 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 者 （ 第 一

号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 度 分 の 市 町 村 民 税

の 課 税 額 を 証 す る 書 面 

四 当 該 申 請 を し よ う と す る 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 （ 課 税 額 が 判 明 し な い 期

間 に あ つ て は 、 前 々 年 分 と す る 。 以 下 こ の 項 及 び 別 表 第 一 に お い て 同 じ 。 ）

の 所 得 税 （ 所 得 税 法 （ 昭 和 四 十 年 法 律 第 三 十 三 号 ） 、 租 税 特 別 措 置 法 （ 昭

和 三 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 及 び 災 害 被 害 者 に 対 す る 租 税 の 減 免 、 徴 収 猶

予 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 七 十 五 号 ） に 基 づ き 計 算 さ れ た

所 得 税 を い う 。 第 六 号 、 第 九 条 第 三 項 第 六 号 、 第 十 九 条 の 二 第 二 項 第 六 号

並 び に 第 二 十 二 条 第 一 項 第 六 号 、 第 二 項 第 六 号 、 第 三 項 第 六 号 及 び 第 四 項

第 六 号 を 除 き 、 以 下 同 じ 。 ） が 非 課 税 で あ る 当 該 日 の 属 す る 年 度 分 の 市 町

村 民 税 の 課 税 者 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属

す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 が 非 課 税 で あ る こ と を 証 す る 書 面 及 び 当 該 日 の 属

す る 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 

（ 削 る 。 ） 五 当 該 申 請 を し よ う と す る 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 の 課 税 者 （ 第 一

号 か ら 第 三 号 ま で 及 び 次 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 の

前 年 分 の 所 得 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 

（ 削 る 。 ） 六 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 二 年 法 律 第 六 号 。 以 下 「 改

正 法 」 と い う 。 ） 第 一 条 の 規 定 に よ る 所 得 税 法 第 二 条 第 一 項 及 び 第 八 十 四

条 の 規 定 の 改 正 が 行 わ れ な か つ た も の と し て 当 該 申 請 を し よ う と す る 日 の

属 す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 の 額 を 計 算 し た 場 合 に 所 得 税 が 課 さ れ な い こ と

と な る 者 の う ち 、 当 該 日 の 属 す る 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 者 （ 第 一 号 及

び 第 二 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 （ 第

四 号 に 規 定 す る 所 得 税 を い う 。 ） の 課 税 額 を 証 す る 書 面 及 び 当 該 日 の 属 す

る 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 

２ 知 事 は 、 療 育 の 給 付 を 行 わ な い こ と を 決 定 し た と き は 、 療 育 給 付 却 下 通 知

書 （ 別 記 第 十 七 号 様 式 ） に よ り 、 当 該 療 育 の 給 付 を 申 請 し た 者 に 通 知 す る も

の と す る 。 

２ 知 事 は 、 療 育 の 給 付 を 行 わ な い こ と を 決 定 し た と き は 、 療 育 給 付 却 下 通 知

書 （ 別 記 第 十 七 号 様 式 ） に よ り 、 当 該 療 育 の 給 付 を 申 請 し た 者 に 通 知 す る も

の と す る 。 

一 部 改 正 〔 平 成 一 四 年 規 則 四 九 号 ・ 一 八 年 五 五 号 ・ 二 〇 年 二 号 ・ 六

八 号 ・ 二 二 年 五 四 号 ・ 二 四 年 五 七 号 ・ 二 六 年 五 二 号 〕 

一 部 改 正 〔 平 成 一 四 年 規 則 四 九 号 ・ 一 八 年 五 五 号 ・ 二 〇 年 二 号 ・ 六

八 号 ・ 二 二 年 五 四 号 ・ 二 四 年 五 七 号 ・ 二 六 年 五 二 号 〕 
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（ 療 育 の 変 更 ） （ 療 育 の 変 更 ） 
第 八 条 指 定 療 育 機 関 は 、 施 行 規 則 第 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 療 育 券 （ 次 項 に お

い て 「 療 育 券 」 と い う 。 ） に 記 載 さ れ た 事 項 の 変 更 を 必 要 と す る と き は 、 当

該 指 定 療 育 機 関 の 医 師 の 所 見 を 記 載 し た 療 育 変 更 協 議 書 （ 別 記 第 十 七 号 様 式

の 二 ） に よ り 知 事 に そ の 旨 を 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。 

第 八 条 指 定 療 育 機 関 は 、 施 行 規 則 第 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 療 育 券 （ 次 項 に お

い て 「 療 育 券 」 と い う 。 ） に 記 載 さ れ た 事 項 の 変 更 を 必 要 と す る と き は 、 当

該 指 定 療 育 機 関 の 医 師 の 所 見 を 記 載 し た 療 育 変 更 協 議 書 （ 別 記 第 十 七 号 様 式

の 二 ） に よ り 知 事 に そ の 旨 を 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。 

２ 知 事 は 、 前 項 の 療 育 変 更 協 議 書 を 受 理 し た 場 合 に お い て 、 療 育 券 に 記 載 さ

れ た 事 項 を 変 更 す る 必 要 が あ る と 認 め た と き は 、 療 育 変 更 承 認 書 （ 別 記 第 十

七 号 様 式 の 三 ） を 当 該 指 定 療 育 機 関 に 送 付 す る も の と す る 。 

２ 知 事 は 、 前 項 の 療 育 変 更 協 議 書 を 受 理 し た 場 合 に お い て 、 療 育 券 に 記 載 さ

れ た 事 項 を 変 更 す る 必 要 が あ る と 認 め た と き は 、 療 育 変 更 承 認 書 （ 別 記 第 十

七 号 様 式 の 三 ） を 当 該 指 定 療 育 機 関 に 送 付 す る も の と す る 。 

全 部 改 正 〔 平 成 一 八 年 規 則 五 五 号 〕 全 部 改 正 〔 平 成 一 八 年 規 則 五 五 号 〕 

（ 助 産 施 設 等 に お け る 助 産 等 の 実 施 ） （ 助 産 施 設 等 に お け る 助 産 等 の 実 施 ） 

第 九 条 法 第 二 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 申 込 書 は 、 助 産 施 設 入 所 申 込 書 （ 別 記

第 十 八 号 様 式 ） と す る 。 

第 九 条 法 第 二 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 申 込 書 は 、 助 産 施 設 入 所 申 込 書 （ 別 記

第 十 八 号 様 式 ） と す る 。 

２ 法 第 二 十 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 申 込 書 は 、 母 子 生 活 支 援 施 設 入 所 申 込 書 （ 別

記 第 十 九 号 様 式 ） と す る 。 

２ 法 第 二 十 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 申 込 書 は 、 母 子 生 活 支 援 施 設 入 所 申 込 書 （ 別

記 第 十 九 号 様 式 ） と す る 。 

３ 施 行 規 則 第 二 十 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 書 類 は 、 世 帯 調 書 並 び に 前 各 項 に 規

定 す る 申 込 書 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 申 込 書 」 と い う 。 ） を 提 出 し よ う と す

る 者 及 び こ れ と 同 一 の 世 帯 に 属 し 、 生 計 を 一 に す る 扶 養 義 務 者 が 次 の 各 号 に

掲 げ る 者 で あ る と き は 当 該 各 号 に 定 め る 書 面 と す る 。 

３ 施 行 規 則 第 二 十 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 書 類 は 、 世 帯 調 書 並 び に 前 各 項 に 規

定 す る 申 込 書 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 申 込 書 」 と い う 。 ） を 提 出 し よ う と す

る 者 及 び こ れ と 同 一 の 世 帯 に 属 し 、 生 計 を 一 に す る 扶 養 義 務 者 が 次 の 各 号 に

掲 げ る 者 で あ る と き は 当 該 各 号 に 定 め る 書 面 と す る 。 

一 被 保 護 者 被 保 護 者 で あ る こ と を 証 す る 書 面 一 被 保 護 者 被 保 護 者 で あ る こ と を 証 す る 書 面 

二 支 援 給 付 を 受 け て い る 者 支 援 給 付 を 受 け て い る こ と を 証 す る 書 面 二 支 援 給 付 を 受 け て い る 者 支 援 給 付 を 受 け て い る こ と を 証 す る 書 面 

三 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 分 （ 四 月 か ら 六 月

ま で の 間 に 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 場 合 に あ つ て は 、 前 年 度 分 と す る 。

以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 市 町 村 民 税 の 非 課 税 者 （ 前 各 号 に 掲 げ る 者

を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 分 の 市 町 村 民 税 が 非 課 税 で あ

る こ と を 証 す る 書 面 

三 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 分 （ 四 月 か ら 六 月

ま で の 間 に 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 場 合 に あ つ て は 、 前 年 度 分 と す る 。

以 下 こ の 号 、 次 号 及 び 第 六 号 に お い て 同 じ 。 ） の 市 町 村 民 税 の 非 課 税 者 （ 第

一 号 及 び 前 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 分

の 市 町 村 民 税 が 非 課 税 で あ る こ と を 証 す る 書 面 

四 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の

課 税 者 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 度 の

当 該 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 及 び 出 産 一 時 金 （ 健 康 保 険

法 （ 大 正 十 一 年 法 律 第 七 十 号 ） 、 船 員 保 険 法 （ 昭 和 十 四 年 法 律 第 七 十 三 号 ） 、

防 衛 省 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 六 十 六 号 ） 、

私 立 学 校 教 職 員 共 済 法 （ 昭 和 二 十 八 年 法 律 第 二 百 四 十 五 号 ） 、 国 家 公 務 員

共 済 組 合 法 （ 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 百 二 十 八 号 ） 、 国 民 健 康 保 険 法 （ 昭 和 三

十 三 年 法 律 第 百 九 十 二 号 ） 及 び 地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 （ 昭 和 三 十 七 年 法

律 第 百 五 十 二 号 ） に 基 づ き 給 付 さ れ る 出 産 育 児 一 時 金 そ の 他 の 出 産 に 関 す

四 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 （ 一 月 か ら 六 月 ま で の

間 に 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 場 合 に あ つ て は 、 前 々 年 分 と す る 。 以 下 こ

の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 所 得 税 が 非 課 税 で あ る 当 該 日 の 属 す る 年 度 の 当 該

年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 者 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 
当 該 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 が 非 課 税 で あ る こ と を 証 す る 書 面 、 当

該 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 及 び 出

産 一 時 金 （ 健 康 保 険 法 （ 大 正 十 一 年 法 律 第 七 十 号 ） 、 船 員 保 険 法 （ 昭 和 十

四 年 法 律 第 七 十 三 号 ） 、 防 衛 省 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 七

年 法 律 第 二 百 六 十 六 号 ） 、 私 立 学 校 教 職 員 共 済 法 （ 昭 和 二 十 八 年 法 律 第 二



4/37  

る 給 付 を 受 け る こ と が で き る 額 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 支 給 さ れ る 場 合 に

あ つ て は そ の 額 を 証 す る 書 面 

百 四 十 五 号 ） 、 国 家 公 務 員 共 済 組 合 法 （ 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 百 二 十 八 号 ） 、

国 民 健 康 保 険 法 （ 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 百 九 十 二 号 ） 及 び 地 方 公 務 員 等 共 済

組 合 法 （ 昭 和 三 十 七 年 法 律 第 百 五 十 二 号 ） に 基 づ き 給 付 さ れ る 出 産 育 児 一

時 金 そ の 他 の 出 産 に 関 す る 給 付 を 受 け る こ と が で き る 額 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） が 支 給 さ れ る 場 合 に あ つ て は そ の 額 を 証 す る 書 面 

（ 削 る 。 ） 五 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 の 課 税 者 （ 第

一 号 か ら 第 三 号 ま で 及 び 次 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年

の 前 年 分 の 所 得 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 及 び 出 産 一 時 金 が 支 給 さ れ る 場 合

に あ つ て は そ の 額 を 証 す る 書 面 

（ 削 る 。 ）  六 改 正 法 第 一 条 の 規 定 に よ る 所 得 税 法 第 二 条 第 一 項 及 び 第 八 十 四 条 の 規 定

の 改 正 が 行 わ れ な か つ た も の と し て 当 該 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 日 の 属

す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 の 額 を 計 算 し た 場 合 に 所 得 税 が 課 さ れ な い こ と と

な る 者 の う ち 、 当 該 日 の 属 す る 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 者 （ 第 一 号 及 び

第 二 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 （ 第

四 号 に 規 定 す る 所 得 税 を い う 。 ） の 課 税 額 を 証 す る 書 面 及 び 当 該 日 の 属 す

る 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 

４ 知 事 は 、 申 込 書 を 受 理 し た 場 合 に お い て 、 助 産 施 設 等 に お け る 助 産 等 の 実

施 を 決 定 し た と き は 助 産 施 設 （ 母 子 生 活 支 援 施 設 ） 入 所 承 諾 書 （ 別 記 第 二 十

号 様 式 ） に よ り 、 こ れ を 行 わ な い こ と を 決 定 し た と き は 助 産 施 設 （ 母 子 生 活

支 援 施 設 ） 入 所 不 承 諾 通 知 書 （ 別 記 第 二 十 一 号 様 式 ） に よ り 当 該 申 込 書 を 提

出 し た 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

４ 知 事 は 、 申 込 書 を 受 理 し た 場 合 に お い て 、 助 産 施 設 等 に お け る 助 産 等 の 実

施 を 決 定 し た と き は 助 産 施 設 （ 母 子 生 活 支 援 施 設 ） 入 所 承 諾 書 （ 別 記 第 二 十

号 様 式 ） に よ り 、 こ れ を 行 わ な い こ と を 決 定 し た と き は 助 産 施 設 （ 母 子 生 活

支 援 施 設 ） 入 所 不 承 諾 通 知 書 （ 別 記 第 二 十 一 号 様 式 ） に よ り 当 該 申 込 書 を 提

出 し た 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

５ 知 事 は 、 助 産 施 設 等 に お け る 助 産 等 の 実 施 の 解 除 を 決 定 し た と き は 助 産 （ 母

子 保 護 ） 実 施 解 除 通 知 書 （ 別 記 第 二 十 二 号 様 式 ） に よ り 当 該 助 産 施 設 等 に お

け る 助 産 等 の 実 施 を 受 け て い た 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

５ 知 事 は 、 助 産 施 設 等 に お け る 助 産 等 の 実 施 の 解 除 を 決 定 し た と き は 助 産 （ 母

子 保 護 ） 実 施 解 除 通 知 書 （ 別 記 第 二 十 二 号 様 式 ） に よ り 当 該 助 産 施 設 等 に お

け る 助 産 等 の 実 施 を 受 け て い た 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

一 部 改 正 〔 平 成 六 年 規 則 二 四 号 ・ 七 年 七 〇 号 ・ 一 〇 年 三 七 号 ・ 一 三

年 六 一 号 ・ 一 九 年 三 〇 号 ・ 二 〇 年 六 八 号 ・ 二 二 年 五 四 号 ・ 二 四 年 五

七 号 〕 

一 部 改 正 〔 平 成 六 年 規 則 二 四 号 ・ 七 年 七 〇 号 ・ 一 〇 年 三 七 号 ・ 一 三

年 六 一 号 ・ 一 九 年 三 〇 号 ・ 二 〇 年 六 八 号 ・ 二 二 年 五 四 号 ・ 二 四 年 五

七 号 〕 

（ 助 産 施 設 等 へ の 入 所 の 委 託 ） （ 助 産 施 設 等 へ の 入 所 の 委 託 ） 

第 十 条 知 事 は 、 助 産 施 設 及 び 母 子 生 活 支 援 施 設 （ 以 下 「 助 産 施 設 等 」 と い う 。 ）

に 入 所 の 委 託 を し よ う と す る と き は 、 助 産 施 設 （ 母 子 生 活 支 援 施 設 ） 入 所 委

託 書 （ 別 記 第 二 十 三 号 様 式 ） に 前 条 第 四 項 に 規 定 す る 入 所 承 諾 書 の 写 し を 添

え て 当 該 助 産 施 設 等 の 長 に 送 付 す る も の と す る 。 

第 十 条 知 事 は 、 助 産 施 設 及 び 母 子 生 活 支 援 施 設 （ 以 下 「 助 産 施 設 等 」 と い う 。 ）

に 入 所 の 委 託 を し よ う と す る と き は 、 助 産 施 設 （ 母 子 生 活 支 援 施 設 ） 入 所 委

託 書 （ 別 記 第 二 十 三 号 様 式 ） に 前 条 第 四 項 に 規 定 す る 入 所 承 諾 書 の 写 し を 添

え て 当 該 助 産 施 設 等 の 長 に 送 付 す る も の と す る 。 

２ 知 事 は 、 助 産 施 設 等 に 入 所 の 委 託 を し た 者 に 対 す る 助 産 又 は 母 子 保 護 の 実

施 を 解 除 し よ う と す る と き は 、 助 産 施 設 （ 母 子 生 活 支 援 施 設 ） 入 所 委 託 解 除

２ 知 事 は 、 助 産 施 設 等 に 入 所 の 委 託 を し た 者 に 対 す る 助 産 又 は 母 子 保 護 の 実

施 を 解 除 し よ う と す る と き は 、 助 産 施 設 （ 母 子 生 活 支 援 施 設 ） 入 所 委 託 解 除
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通 知 書 （ 別 記 第 二 十 四 号 様 式 ） に よ り 当 該 助 産 施 設 等 の 長 に 通 知 す る も の と

す る 。 

通 知 書 （ 別 記 第 二 十 四 号 様 式 ） に よ り 当 該 助 産 施 設 等 の 長 に 通 知 す る も の と

す る 。 

一 部 改 正 〔 平 成 一 〇 年 規 則 三 七 号 ・ 一 三 年 六 一 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成 一 〇 年 規 則 三 七 号 ・ 一 三 年 六 一 号 〕 

（ 指 導 措 置 の 通 知 ） （ 指 導 措 置 の 通 知 ） 

第 十 一 条 健 康 福 祉 セ ン タ ー の 長 は 、 法 第 二 十 五 条 の 八 第 二 号 の 規 定 に よ る 指

導 の 措 置 を 採 る こ と を 決 定 し た と き は 、 指 導 措 置 決 定 通 知 書 （ 別 記 第 二 十 五

号 様 式 ） に よ り 当 該 措 置 に 係 る 児 童 又 は そ の 保 護 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な

い 。 

第 十 一 条 健 康 福 祉 セ ン タ ー の 長 は 、 法 第 二 十 五 条 の 八 第 二 号 の 規 定 に よ る 指

導 の 措 置 を 採 る こ と を 決 定 し た と き は 、 指 導 措 置 決 定 通 知 書 （ 別 記 第 二 十 五

号 様 式 ） に よ り 当 該 措 置 に 係 る 児 童 又 は そ の 保 護 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な

い 。 

２ 児 童 相 談 所 長 は 、 法 第 二 十 六 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に よ る 指 導 の 措 置 を 採

る こ と を 決 定 し た と き は 、 指 導 措 置 決 定 通 知 書 に よ り 当 該 措 置 に 係 る 児 童 又

は そ の 保 護 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 

２ 児 童 相 談 所 長 は 、 法 第 二 十 六 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に よ る 指 導 の 措 置 を 採

る こ と を 決 定 し た と き は 、 指 導 措 置 決 定 通 知 書 に よ り 当 該 措 置 に 係 る 児 童 又

は そ の 保 護 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 

３ 知 事 は 、 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に よ る 指 導 の 措 置 を 採 る こ と を

決 定 し た と き は 、 指 導 措 置 決 定 通 知 書 に よ り 当 該 措 置 に 係 る 児 童 又 は そ の 保

護 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

３ 知 事 は 、 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に よ る 指 導 の 措 置 を 採 る こ と を

決 定 し た と き は 、 指 導 措 置 決 定 通 知 書 に よ り 当 該 措 置 に 係 る 児 童 又 は そ の 保

護 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

一 部 改 正 〔 平 成 一 六 年 規 則 七 四 号 ・ 二 〇 年 二 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成 一 六 年 規 則 七 四 号 ・ 二 〇 年 二 号 〕 

（ 乳 児 院 等 へ の 入 所 の 措 置 等 の 通 知 ） （ 乳 児 院 等 へ の 入 所 の 措 置 等 の 通 知 ） 

第 十 二 条 知 事 は 、 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 三 号 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 措 置 の

開 始 を 決 定 し た と き は 、 入 所 （ 委 託 ） 措 置 決 定 通 知 書 （ 別 記 第 二 十 六 号 様 式 ）

に よ り 、 当 該 措 置 を 要 す る 児 童 の 保 護 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

第 十 二 条 知 事 は 、 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 三 号 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 措 置 の

開 始 を 決 定 し た と き は 、 入 所 （ 委 託 ） 措 置 決 定 通 知 書 （ 別 記 第 二 十 六 号 様 式 ）

に よ り 、 当 該 措 置 を 要 す る 児 童 の 保 護 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

２ 知 事 は 、 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 三 号 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 措 置 の 変 更 （ 法

第 六 条 の 三 第 八 項 に 規 定 す る 小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 （ 以 下 「 小 規 模 住 居

型 児 童 養 育 事 業 」 と い う 。 ） を 行 う 者 若 し く は 法 第 六 条 の 四 に 規 定 す る 里 親

（ 以 下 「 里 親 」 と い う 。 ） 、 乳 児 院 、 児 童 養 護 施 設 、 障 害 児 入 所 施 設 、 児 童

心 理 治 療 施 設 若 し く は 児 童 自 立 支 援 施 設 （ 以 下 「 乳 児 院 等 」 と い う 。 ） 又 は

法 第 六 条 の 二 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 （ 以 下 「 指 定 発 達

支 援 医 療 機 関 」 と い う 。 ） の 変 更 を 含 む 。 ） を 決 定 し た と き は 入 所 （ 委 託 ）

措 置 変 更 通 知 書 （ 別 記 第 二 十 七 号 様 式 ） に よ り 、 当 該 措 置 の 解 除 を 決 定 し た

と き は 入 所 （ 委 託 ） 措 置 解 除 通 知 書 （ 別 記 第 二 十 八 号 様 式 ） に よ り 当 該 措 置

を 受 け た 児 童 の 保 護 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

２ 知 事 は 、 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 三 号 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 措 置 の 変 更 （ 法

第 六 条 の 三 第 八 項 に 規 定 す る 小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 （ 以 下 「 小 規 模 住 居

型 児 童 養 育 事 業 」 と い う 。 ） を 行 う 者 若 し く は 法 第 六 条 の 四 に 規 定 す る 里 親

（ 以 下 「 里 親 」 と い う 。 ） 、 乳 児 院 、 児 童 養 護 施 設 、 障 害 児 入 所 施 設 、 児 童

心 理 治 療 施 設 若 し く は 児 童 自 立 支 援 施 設 （ 以 下 「 乳 児 院 等 」 と い う 。 ） 又 は

法 第 六 条 の 二 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 （ 以 下 「 指 定 発 達

支 援 医 療 機 関 」 と い う 。 ） の 変 更 を 含 む 。 ） を 決 定 し た と き は 入 所 （ 委 託 ）

措 置 変 更 通 知 書 （ 別 記 第 二 十 七 号 様 式 ） に よ り 、 当 該 措 置 の 解 除 を 決 定 し た

と き は 入 所 （ 委 託 ） 措 置 解 除 通 知 書 （ 別 記 第 二 十 八 号 様 式 ） に よ り 当 該 措 置

を 受 け た 児 童 の 保 護 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

一 部 改 正 〔 平 成 六 年 規 則 二 四 号 ・ 一 〇 年 三 七 号 ・ 一 一 年 二 五 号 ・ 一

七 年 八 二 号 ・ 二 一 年 二 九 号 ・ 二 四 年 四 〇 号 ・ 二 九 年 三 〇 号 〕 
一 部 改 正 〔 平 成 六 年 規 則 二 四 号 ・ 一 〇 年 三 七 号 ・ 一 一 年 二 五 号 ・ 一

七 年 八 二 号 ・ 二 一 年 二 九 号 ・ 二 四 年 四 〇 号 ・ 二 九 年 三 〇 号 〕 

（ 乳 児 院 等 へ の 入 所 等 の 委 託 ） （ 乳 児 院 等 へ の 入 所 等 の 委 託 ） 

第 十 三 条 知 事 は 、 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 に よ る 小 規 模 住 居 型 児 童

養 育 事 業 を 行 う 者 若 し く は 里 親 へ の 委 託 若 し く は 乳 児 院 等 へ の 入 所 の 委 託 又

第 十 三 条 知 事 は 、 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 に よ る 小 規 模 住 居 型 児 童

養 育 事 業 を 行 う 者 若 し く は 里 親 へ の 委 託 若 し く は 乳 児 院 等 へ の 入 所 の 委 託 又
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は 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 へ の 委 託 を し よ う と す る と

き は 、 養 育 （ 入 所 ・ 指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 ） 委 託 書 （ 別 記 第 二 十 九 号 様 式 ）

を 当 該 小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 を 行 う 者 若 し く は 里 親 、 当 該 乳 児 院 等 の 長

又 は 当 該 指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 の 長 に 送 付 す る も の と す る 。 

は 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 へ の 委 託 を し よ う と す る と

き は 、 養 育 （ 入 所 ・ 指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 ） 委 託 書 （ 別 記 第 二 十 九 号 様 式 ）

を 当 該 小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 を 行 う 者 若 し く は 里 親 、 当 該 乳 児 院 等 の 長

又 は 当 該 指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 の 長 に 送 付 す る も の と す る 。 

２ 知 事 は 、 小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 を 行 う 者 若 し く は 里 親 に 委 託 を し た 児

童 、 乳 児 院 等 に 入 所 の 委 託 を し た 児 童 又 は 指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 に 委 託 を し

た 児 童 に 対 す る 措 置 を 解 除 し よ う と す る と き は 、 養 育 （ 入 所 ・ 指 定 発 達 支 援

医 療 機 関 ） 委 託 解 除 通 知 書 （ 別 記 第 三 十 号 様 式 ） に よ り 当 該 小 規 模 住 居 型 児

童 養 育 事 業 を 行 う 者 若 し く は 里 親 、 当 該 乳 児 院 等 の 長 又 は 当 該 指 定 発 達 支 援

医 療 機 関 の 長 に 通 知 す る も の と す る 。 

２ 知 事 は 、 小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 を 行 う 者 若 し く は 里 親 に 委 託 を し た 児

童 、 乳 児 院 等 に 入 所 の 委 託 を し た 児 童 又 は 指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 に 委 託 を し

た 児 童 に 対 す る 措 置 を 解 除 し よ う と す る と き は 、 養 育 （ 入 所 ・ 指 定 発 達 支 援

医 療 機 関 ） 委 託 解 除 通 知 書 （ 別 記 第 三 十 号 様 式 ） に よ り 当 該 小 規 模 住 居 型 児

童 養 育 事 業 を 行 う 者 若 し く は 里 親 、 当 該 乳 児 院 等 の 長 又 は 当 該 指 定 発 達 支 援

医 療 機 関 の 長 に 通 知 す る も の と す る 。 

一 部 改 正 〔 平 成 六 年 規 則 二 四 号 ・ 一 七 年 八 二 号 ・ 二 〇 年 三 四 号 ・ 二

一 年 二 九 号 ・ 二 四 年 四 〇 号 ・ 二 九 年 三 〇 号 〕 

一 部 改 正 〔 平 成 六 年 規 則 二 四 号 ・ 一 七 年 八 二 号 ・ 二 〇 年 三 四 号 ・ 二

一 年 二 九 号 ・ 二 四 年 四 〇 号 ・ 二 九 年 三 〇 号 〕 

（ 措 置 児 童 に つ い て の 届 出 ） （ 措 置 児 童 に つ い て の 届 出 ） 

第 十 四 条 施 行 規 則 第 二 十 七 条 （ 施 行 規 則 第 三 十 二 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） の 規 定 に よ る 届 出 は 、 入 所 （ 委 託 ） 児 童 に 関 す る 届 出 書 （ 別 記 第 三

十 五 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。 

第 十 四 条 施 行 規 則 第 二 十 七 条 （ 施 行 規 則 第 三 十 二 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） の 規 定 に よ る 届 出 は 、 入 所 （ 委 託 ） 児 童 に 関 す る 届 出 書 （ 別 記 第 三

十 五 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。 

一 部 改 正 〔 平 成 一 七 年 規 則 八 二 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成 一 七 年 規 則 八 二 号 〕 

第 十 五 条 削 除 第 十 五 条 削 除 

削 除 〔 平 成 一 七 年 規 則 八 二 号 〕 削 除 〔 平 成 一 七 年 規 則 八 二 号 〕 

（ 立 入 調 査 等 の 証 票 ） （ 立 入 調 査 等 の 証 票 ） 

第 十 六 条 法 第 二 十 九 条 に 規 定 す る 証 票 は 、 身 分 証 票 （ 別 記 第 四 十 号 様 式 ） と

す る 。 

第 十 六 条 法 第 二 十 九 条 に 規 定 す る 証 票 は 、 身 分 証 票 （ 別 記 第 四 十 号 様 式 ） と

す る 。 

（ 同 居 児 童 の 届 出 ） （ 同 居 児 童 の 届 出 ） 

第 十 七 条 施 行 規 則 第 三 十 四 条 の 二 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 同 居 児 童 届 出 書 （ 別

記 第 四 十 一 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。 

第 十 七 条 施 行 規 則 第 三 十 四 条 の 二 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 同 居 児 童 届 出 書 （ 別

記 第 四 十 一 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。 

２ 施 行 規 則 第 三 十 四 条 の 三 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 同 居 を や め た 旨 の 届 出 書 （ 別

記 第 四 十 二 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。 
２ 施 行 規 則 第 三 十 四 条 の 三 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 同 居 を や め た 旨 の 届 出 書 （ 別

記 第 四 十 二 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。 

（ 在 所 期 間 等 の 延 長 ） （ 在 所 期 間 等 の 延 長 ） 

第 十 八 条 知 事 は 、 法 第 三 十 一 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に よ り 小 規 模 住 居 型

児 童 養 育 事 業 を 行 う 者 若 し く は 里 親 、 乳 児 院 等 又 は 指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 へ

の 入 所 又 は 委 託 の 措 置 を 継 続 す る こ と を 決 定 し た と き は 、 在 所 （ 委 託 ） 期 間

延 長 決 定 通 知 書 （ 別 記 第 四 十 三 号 様 式 ） に よ り 、 当 該 入 所 又 は 委 託 の 措 置 を

受 け た 児 童 の 保 護 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

第 十 八 条 知 事 は 、 法 第 三 十 一 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に よ り 小 規 模 住 居 型

児 童 養 育 事 業 を 行 う 者 若 し く は 里 親 、 乳 児 院 等 又 は 指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 へ

の 入 所 又 は 委 託 の 措 置 を 継 続 す る こ と を 決 定 し た と き は 、 在 所 （ 委 託 ） 期 間

延 長 決 定 通 知 書 （ 別 記 第 四 十 三 号 様 式 ） に よ り 、 当 該 入 所 又 は 委 託 の 措 置 を

受 け た 児 童 の 保 護 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

一 部 改 正 〔 平 成 一 〇 年 規 則 三 七 号 ・ 一 七 年 八 二 号 ・ 二 一 年 二 九 号 ・ 一 部 改 正 〔 平 成 一 〇 年 規 則 三 七 号 ・ 一 七 年 八 二 号 ・ 二 一 年 二 九 号 ・
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二 四 年 四 〇 号 ・ 二 九 年 三 〇 号 〕 二 四 年 四 〇 号 ・ 二 九 年 三 〇 号 〕 
（ 一 時 保 護 の 通 知 ） （ 一 時 保 護 の 通 知 ） 

第 十 九 条 児 童 相 談 所 長 又 は 知 事 は 、 法 第 三 十 三 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に

よ り 、 一 時 保 護 を 加 え 、 又 は 加 え さ せ た と き は 、 速 や か に 、 一 時 保 護 通 知 書

（ 別 記 第 四 十 四 号 様 式 ） に よ り 、 当 該 一 時 保 護 に 係 る 児 童 の 保 護 者 に 通 知 す

る も の と す る 。 

第 十 九 条 児 童 相 談 所 長 又 は 知 事 は 、 法 第 三 十 三 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に

よ り 、 一 時 保 護 を 加 え 、 又 は 加 え さ せ た と き は 、 速 や か に 、 一 時 保 護 通 知 書

（ 別 記 第 四 十 四 号 様 式 ） に よ り 、 当 該 一 時 保 護 に 係 る 児 童 の 保 護 者 に 通 知 す

る も の と す る 。 

（ 児 童 自 立 生 活 援 助 の 実 施 ） （ 児 童 自 立 生 活 援 助 の 実 施 ） 

第 十 九 条 の 二 法 第 三 十 三 条 の 六 第 二 項 に 規 定 す る 申 込 書 （ 以 下 こ の 条 に お い

て 「 申 込 書 」 と い う 。 ） は 、 児 童 自 立 生 活 援 助 の 実 施 申 込 書 （ 別 記 第 四 十 四

号 様 式 の 二 ） と す る 。 

第 十 九 条 の 二 法 第 三 十 三 条 の 六 第 二 項 に 規 定 す る 申 込 書 （ 以 下 こ の 条 に お い

て 「 申 込 書 」 と い う 。 ） は 、 児 童 自 立 生 活 援 助 の 実 施 申 込 書 （ 別 記 第 四 十 四

号 様 式 の 二 ） と す る 。 

２ 施 行 規 則 第 三 十 六 条 の 二 十 六 第 三 項 に 規 定 す る 書 類 は 、 課 税 状 況 等 申 告 書

（ 別 記 第 四 十 四 号 様 式 の 三 ） 及 び 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 者 が 次 の 各 号 に

掲 げ る 者 で あ る と き は 当 該 各 号 に 定 め る 書 面 と す る 。 

２ 施 行 規 則 第 三 十 六 条 の 二 十 六 第 三 項 に 規 定 す る 書 類 は 、 課 税 状 況 等 申 告 書

（ 別 記 第 四 十 四 号 様 式 の 三 ） 及 び 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 者 が 次 の 各 号 に

掲 げ る 者 で あ る と き は 当 該 各 号 に 定 め る 書 面 と す る 。 

一 被 保 護 者 被 保 護 者 で あ る こ と を 証 す る 書 面 一 被 保 護 者 被 保 護 者 で あ る こ と を 証 す る 書 面 

二 支 援 給 付 を 受 け て い る 者 支 援 給 付 を 受 け て い る こ と を 証 す る 書 面 二 支 援 給 付 を 受 け て い る 者 支 援 給 付 を 受 け て い る こ と を 証 す る 書 面 

三 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 分 （ 四 月 か ら 六 月

ま で の 間 に 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 場 合 に あ つ て は 、 前 年 度 分 と す る 。

以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 市 町 村 民 税 の 非 課 税 者 （ 前 各 号 に 掲 げ る 者

を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 分 の 市 町 村 民 税 が 非 課 税 で あ

る こ と を 証 す る 書 面 

三 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 分 （ 四 月 か ら 六 月

ま で の 間 に 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 場 合 に あ つ て は 、 前 年 度 分 と す る 。

以 下 こ の 号 、 次 号 及 び 第 六 号 に お い て 同 じ 。 ） の 市 町 村 民 税 の 非 課 税 者 （ 第

一 号 及 び 前 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 分

の 市 町 村 民 税 が 非 課 税 で あ る こ と を 証 す る 書 面 

四 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の

課 税 者 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 度 の

当 該 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 

四 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 （ 一 月 か ら 六 月 ま で の

間 に 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 場 合 に あ つ て は 、 前 々 年 分 と す る 。 以 下 こ

の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 所 得 税 が 非 課 税 で あ る 当 該 日 の 属 す る 年 度 の 当 該

年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 者 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ）

 当 該 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 が 非 課 税 で あ る こ と を 証 す る 書 面 及

び 当 該 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 

（ 削 る 。 ） 五 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 の 課 税 者 （ 第

一 号 か ら 第 三 号 ま で 及 び 次 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年

の 前 年 分 の 所 得 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 

（ 削 る 。 ） 六 改 正 法 第 一 条 の 規 定 に よ る 所 得 税 法 第 二 条 第 一 項 及 び 第 八 十 四 条 の 規 定

の 改 正 が 行 わ れ な か つ た も の と し て 当 該 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 日 の 属

す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 の 額 を 計 算 し た 場 合 に 所 得 税 が 課 さ れ な い こ と と

な る 者 の う ち 、 当 該 日 の 属 す る 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 者 （ 第 一 号 及 び

第 二 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 （ 第
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四 号 に 規 定 す る 所 得 税 を い う 。 ） の 課 税 額 を 証 す る 書 面 及 び 当 該 日 の 属 す

る 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 

追 加 〔 平 成 二 二 年 規 則 五 四 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成 二 四 年 規 則 五 七 号 〕 追 加 〔 平 成 二 二 年 規 則 五 四 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成 二 四 年 規 則 五 七 号 〕 

（ 療 育 の 給 付 に 関 す る 徴 収 金 の 額 ） （ 療 育 の 給 付 に 関 す る 徴 収 金 の 額 ） 

第 二 十 条 法 第 五 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 療 育 の 給 付 に 関 し 徴 収 す る 費 用

（ 以 下 「 療 育 の 給 付 に 関 す る 徴 収 金 」 と い う 。 ） の 月 額 は 、 当 該 療 育 の 給 付

を 受 け た 児 童 及 び そ の 扶 養 義 務 者 に つ い て 、 別 表 第 一 に 掲 げ る 世 帯 の 階 層 区

分 の 欄 の 区 分 に 応 じ そ れ ぞ れ 同 表 の 徴 収 金 額 の 欄 に 定 め る 額 と す る 。 

第 二 十 条 法 第 五 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 療 育 の 給 付 に 関 し 徴 収 す る 費 用

（ 以 下 「 療 育 の 給 付 に 関 す る 徴 収 金 」 と い う 。 ） の 月 額 は 、 当 該 療 育 の 給 付

を 受 け た 児 童 及 び そ の 扶 養 義 務 者 に つ い て 、 別 表 第 一 に 掲 げ る 世 帯 の 階 層 区

分 の 欄 の 区 分 に 応 じ そ れ ぞ れ 同 表 の 徴 収 金 額 の 欄 に 定 め る 額 と す る 。 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 一 月 内 に 同 一 世 帯 に お い て 二 人 以 上 の 児 童 が

療 育 の 給 付 を 受 け る 場 合 に お け る 二 人 目 以 降 の 児 童 に つ い て の 療 育 の 給 付 に

関 す る 徴 収 金 の 月 額 は 、 別 表 第 一 に 掲 げ る 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄 の 区 分 に 応 じ

そ れ ぞ れ 同 表 の 加 算 金 額 の 欄 に 定 め る 額 と す る 。 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 一 月 内 に 同 一 世 帯 に お い て 二 人 以 上 の 児 童 が

療 育 の 給 付 を 受 け る 場 合 に お け る 二 人 目 以 降 の 児 童 に つ い て の 療 育 の 給 付 に

関 す る 徴 収 金 の 月 額 は 、 別 表 第 一 に 掲 げ る 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄 の 区 分 に 応 じ

そ れ ぞ れ 同 表 の 加 算 金 額 の 欄 に 定 め る 額 と す る 。 

３ 前 各 項 の 規 定 に よ る 児 童 及 び そ の 扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す る 療 育 の 給 付 に 関

す る 徴 収 金 の 月 額 を 算 定 す る 場 合 に お け る 別 表 第 一 の 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄 の

適 用 に 当 た つ て は 、 児 童 と 同 一 の 世 帯 に 属 し 、 生 計 を 一 に す る 扶 養 義 務 者 （ 当

該 児 童 に 扶 養 義 務 者 が な く 、 か つ 、 市 町 村 民 税 が 課 せ ら れ て い る 場 合 の 当 該

児 童 及 び 世 帯 を 一 に し な い 扶 養 義 務 者 で あ つ て 現 に 当 該 児 童 に 対 し て 扶 養 を

履 行 し て い る も の を 含 む 。 ） の 全 て の 者 に つ い て の 世 帯 の 階 層 区 分 を 適 用 す

る も の と す る 。 

３ 前 各 項 の 規 定 に よ る 児 童 及 び そ の 扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す る 療 育 の 給 付 に 関

す る 徴 収 金 の 月 額 を 算 定 す る 場 合 に お け る 別 表 第 一 の 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄 の

適 用 に 当 た つ て は 、 児 童 と 同 一 の 世 帯 に 属 し 、 生 計 を 一 に す る 扶 養 義 務 者 （ 当

該 児 童 に 扶 養 義 務 者 が な く 、 か つ 、 所 得 税 又 は 市 町 村 民 税 が 課 せ ら れ て い る

場 合 の 当 該 児 童 及 び 世 帯 を 一 に し な い 扶 養 義 務 者 で あ つ て 現 に 当 該 児 童 に 対

し て 扶 養 を 履 行 し て い る も の を 含 む 。 ） の す べ て の 者 に つ い て の 世 帯 の 階 層

区 分 を 適 用 す る も の と す る 。 

４ 療 育 の 給 付 を 受 け た 期 間 が 一 月 に 満 た な い 場 合 の 療 育 の 給 付 に 関 す る 徴 収

金 の 額 は 、 前 各 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 月 額 の 日 割 計 算 に よ り 得 た 額 と す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 そ の 額 に 十 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨

て る も の と す る 。 

４ 療 育 の 給 付 を 受 け た 期 間 が 一 月 に 満 た な い 場 合 の 療 育 の 給 付 に 関 す る 徴 収

金 の 額 は 、 前 各 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 月 額 の 日 割 計 算 に よ り 得 た 額 と す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 そ の 額 に 十 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨

て る も の と す る 。 

５ 前 各 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 児 童 及 び そ の 扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す る 療 育 の

給 付 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 又 は 額 が 当 該 療 育 の 給 付 に 関 す る 徴 収 金 に 係 る 療

育 の 給 付 に 要 し た 費 用 に つ い て 法 第 五 十 条 の 規 定 に よ り 県 が 支 弁 し た 額 を 超

え る 場 合 の 療 育 の 給 付 に 関 す る 徴 収 金 の 額 は 、 当 該 支 弁 し た 額 と す る 。 
５ 前 各 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 児 童 及 び そ の 扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す る 療 育 の

給 付 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 又 は 額 が 当 該 療 育 の 給 付 に 関 す る 徴 収 金 に 係 る 療

育 の 給 付 に 要 し た 費 用 に つ い て 法 第 五 十 条 の 規 定 に よ り 県 が 支 弁 し た 額 を 超

え る 場 合 の 療 育 の 給 付 に 関 す る 徴 収 金 の 額 は 、 当 該 支 弁 し た 額 と す る 。 

一 部 改 正 〔 平 成 一 五 年 規 則 五 二 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成 一 五 年 規 則 五 二 号 〕 

（ 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 額 ） （ 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 額 ） 

第 二 十 一 条 法 第 五 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 助 産 施 設 等 に お け る 助 産 等 の 実

施 、 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 三 号 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 措 置 及 び 児 童 自 立 生

活 援 助 の 実 施 に 関 し 徴 収 す る 費 用 （ 以 下 「 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 」 と

い う 。 ） の 月 額 は 、 当 該 助 産 施 設 等 に お け る 助 産 等 の 実 施 を 受 け た 妊 産 婦 及

び 世 帯 、 当 該 措 置 を 採 ら れ た 児 童 並 び に 児 童 自 立 生 活 援 助 の 実 施 を 受 け た 義

第 二 十 一 条 法 第 五 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 助 産 施 設 等 に お け る 助 産 等 の 実

施 、 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 三 号 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 措 置 及 び 児 童 自 立 生

活 援 助 の 実 施 に 関 し 徴 収 す る 費 用 （ 以 下 「 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 」 と

い う 。 ） の 月 額 は 、 当 該 助 産 施 設 等 に お け る 助 産 等 の 実 施 を 受 け た 妊 産 婦 及

び 世 帯 、 当 該 措 置 を 採 ら れ た 児 童 並 び に 児 童 自 立 生 活 援 助 の 実 施 を 受 け た 義
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務 教 育 終 了 児 童 等 （ 以 下 「 措 置 児 童 」 と い う 。 ） 並 び に そ の 扶 養 義 務 者 （ 当

該 義 務 教 育 終 了 児 童 等 の 扶 養 義 務 者 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） に つ い て 別 表 第 二

に 掲 げ る 各 月 初 日 の 措 置 児 童 の 属 す る 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄 の 区 分 に 応 じ そ れ

ぞ れ 施 設 ご と に 同 表 の 徴 収 金 額 の 欄 に 定 め る 額 と す る 。 

務 教 育 終 了 児 童 等 （ 以 下 「 措 置 児 童 」 と い う 。 ） 並 び に そ の 扶 養 義 務 者 （ 当

該 義 務 教 育 終 了 児 童 等 の 扶 養 義 務 者 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） に つ い て 別 表 第 二

に 掲 げ る 各 月 初 日 の 措 置 児 童 の 属 す る 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄 の 区 分 に 応 じ そ れ

ぞ れ 施 設 ご と に 同 表 の 徴 収 金 額 の 欄 に 定 め る 額 と す る 。 

２ 助 産 施 設 に お け る 助 産 の 実 施 を 受 け た 妊 産 婦 で あ つ て 別 表 第 二 に 掲 げ る 各

月 初 日 の 措 置 児 童 の 属 す る 世 帯 の 階 層 区 分 が Ａ 階 層 で あ る 世 帯 及 び Ｄ 階 層 で

あ る 世 帯 の う ち 市 町 村 民 税 の 所 得 割 （ 地 方 税 法 第 二 百 九 十 二 条 第 一 項 第 二 号

に 規 定 す る 所 得 割 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 額 が 一 九 、 〇 〇 〇 円 を 超 え る 世 帯

以 外 の 世 帯 に 属 す る も の に つ い て の 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 額 は 、 前

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 妊 産 婦 の 出 産 一 時 金 の 額 に 同 表 の Ｂ 階 層 で あ る

世 帯 に あ つ て は 二 十 パ ー セ ン ト 、 Ｃ 階 層 で あ る 世 帯 に あ つ て は 三 十 パ ー セ ン

ト 、 Ｄ 階 層 で あ る 世 帯 の う ち 市 町 村 民 税 の 所 得 割 の 額 が 一 九 、 〇 〇 〇 円 以 下

の 世 帯 に あ つ て は 五 十 パ ー セ ン ト を 乗 じ て 得 た 額 と 同 項 の 規 定 に よ り 算 定 し

た 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 と の 合 算 額 と す る 。 

２ 助 産 施 設 に お け る 助 産 の 実 施 を 受 け た 妊 産 婦 で あ つ て 別 表 第 二 に 掲 げ る 各

月 初 日 の 措 置 児 童 の 属 す る 世 帯 の 階 層 区 分 が Ａ 階 層 で あ る 世 帯 及 び Ｄ １ 階 層

で あ る 世 帯 の う ち 所 得 税 の 年 額 が 八 、 四 〇 〇 円 を 超 え る 世 帯 以 外 の 世 帯 に 属

す る も の に つ い て の 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 額 は 、 前 項 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 当 該 妊 産 婦 の 出 産 一 時 金 の 額 に 同 表 の Ｂ 階 層 で あ る 世 帯 に あ つ て は

二 十 パ ー セ ン ト 、 Ｃ 階 層 で あ る 世 帯 に あ つ て は 三 十 パ ー セ ン ト 、 Ｄ １ 階 層 で

あ る 世 帯 の う ち 所 得 税 の 年 額 が 八 、 四 〇 〇 円 以 下 の 世 帯 に あ つ て は 五 十 パ ー

セ ン ト を 乗 じ て 得 た 額 と 前 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴

収 金 の 月 額 と の 合 算 額 と す る 。 

３ 一 月 以 内 の 期 間 を 定 め て 乳 児 院 へ の 入 所 の 措 置 を 採 ら れ た 措 置 児 童 及 び そ

の 扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す る 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 額 は 、 別 表 第 二 に

掲 げ る 各 月 初 日 の 措 置 児 童 の 属 す る 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄 の 区 分 に 応 じ そ れ ぞ

れ 同 表 の 徴 収 金 額 の 欄 に 定 め る 額 に 当 該 入 所 の 措 置 を 採 ら れ た 日 数 を 乗 じ て

得 た 額 と す る 。 

３ 一 月 以 内 の 期 間 を 定 め て 乳 児 院 へ の 入 所 の 措 置 を 採 ら れ た 措 置 児 童 及 び そ

の 扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す る 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 額 は 、 別 表 第 二 に

掲 げ る 各 月 初 日 の 措 置 児 童 の 属 す る 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄 の 区 分 に 応 じ そ れ ぞ

れ 同 表 の 徴 収 金 額 の 欄 に 定 め る 額 に 当 該 入 所 の 措 置 を 採 ら れ た 日 数 を 乗 じ て

得 た 額 と す る 。 

４ 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 母 子 生 活 支 援 施 設 に 入 所 し 、 又 は 小 規 模 住 居

型 児 童 養 育 事 業 を 行 う 者 若 し く は 里 親 に 委 託 さ れ て い る 児 童 が 児 童 心 理 治 療

施 設 又 は 児 童 自 立 支 援 施 設 に 通 所 を す る 場 合 の 当 該 通 所 に 係 る 入 所 等 の 措 置

に 関 す る 徴 収 金 の 額 は 、 〇 円 と す る 。 

４ 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 母 子 生 活 支 援 施 設 に 入 所 し 、 又 は 小 規 模 住 居

型 児 童 養 育 事 業 を 行 う 者 若 し く は 里 親 に 委 託 さ れ て い る 児 童 が 児 童 心 理 治 療

施 設 又 は 児 童 自 立 支 援 施 設 に 通 所 を す る 場 合 の 当 該 通 所 に 係 る 入 所 等 の 措 置

に 関 す る 徴 収 金 の 額 は 、 〇 円 と す る 。 

５ 前 各 項 の 規 定 に よ る 措 置 児 童 及 び そ の 扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す る 入 所 等 の 措

置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 又 は 額 を 算 定 す る 場 合 に お け る 別 表 第 二 の 各 月 初 日

の 措 置 児 童 の 属 す る 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄 の 適 用 に 当 た つ て は 、 措 置 児 童 及 び

当 該 措 置 児 童 と 同 一 の 世 帯 に 属 し 、 生 計 を 一 に す る 扶 養 義 務 者 （ 直 系 血 族 、

配 偶 者 及 び こ れ ら の 者 以 外 の 者 で 当 該 世 帯 に お け る 家 計 の 主 宰 者 で あ る も の

に 限 る 。 ） の 全 て の 者 に つ い て の 世 帯 の 階 層 区 分 を 適 用 す る も の と す る 。 

５ 前 各 項 の 規 定 に よ る 措 置 児 童 及 び そ の 扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す る 入 所 等 の 措

置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 又 は 額 を 算 定 す る 場 合 に お け る 別 表 第 二 の 各 月 初 日

の 措 置 児 童 の 属 す る 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄 の 適 用 に 当 た つ て は 、 措 置 児 童 及 び

当 該 措 置 児 童 と 同 一 の 世 帯 に 属 し 、 生 計 を 一 に す る 扶 養 義 務 者 （ 直 系 血 族 、

配 偶 者 及 び こ れ ら の 者 以 外 の 者 で 当 該 世 帯 に お け る 家 計 の 主 宰 者 で あ る も の

に 限 る 。 ） の 全 て の 者 に つ い て の 世 帯 の 階 層 区 分 を 適 用 す る も の と す る 。 

６ 前 各 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 表 第 二 に 掲 げ る 各 月 初 日 の 措 置 児 童 の 属 す

る 世 帯 の 階 層 区 分 が Ｂ 階 層 で あ る 世 帯 の う ち 次 の 各 号 に 掲 げ る 世 帯 に 属 す る

措 置 児 童 及 び そ の 扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す る 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月

額 又 は 額 は 、 〇 円 と す る 。 

６ 前 各 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 表 第 二 に 掲 げ る 各 月 初 日 の 措 置 児 童 の 属 す

る 世 帯 の 階 層 区 分 が Ｂ 階 層 で あ る 世 帯 の う ち 次 の 各 号 に 掲 げ る 世 帯 に 属 す る

措 置 児 童 及 び そ の 扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す る 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月

額 又 は 額 は 、 〇 円 と す る 。 

一 扶 養 義 務 者 （ 前 項 に 規 定 す る 扶 養 義 務 者 を い う 。 ） の い な い 世 帯 一 扶 養 義 務 者 （ 前 項 に 規 定 す る 扶 養 義 務 者 を い う 。 ） の い な い 世 帯 
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二 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 二 十 九 号 ） 第 六

条 第 六 項 に 規 定 す る 配 偶 者 の な い 女 子 で 現 に 児 童 を 扶 養 し て い る も の の い

る 世 帯 及 び 同 項 に 規 定 す る 配 偶 者 の な い 男 子 で 現 に 児 童 を 扶 養 し て い る も

の の い る 世 帯 

二 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 二 十 九 号 ） 第 六

条 第 六 項 に 規 定 す る 配 偶 者 の な い 女 子 で 現 に 児 童 を 扶 養 し て い る も の の い

る 世 帯 及 び 同 項 に 規 定 す る 配 偶 者 の な い 男 子 で 現 に 児 童 を 扶 養 し て い る も

の の い る 世 帯 

三 次 に 掲 げ る 児 童 又 は 者 （ 社 会 福 祉 施 設 に 措 置 さ れ た 児 童 及 び 者 、 法 第 二

十 四 条 の 三 第 四 項 に 規 定 す る 入 所 給 付 決 定 に 係 る 児 童 、 障 害 者 の 日 常 生 活

及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 百 二 十 三

号 ） 第 六 条 に 規 定 す る 自 立 支 援 給 付 （ 同 法 第 五 条 第 六 項 、 第 七 項 及 び 第 十

二 項 か ら 第 十 四 項 ま で に 規 定 す る も の に 係 る も の に 限 る 。 ） に 係 る 同 法 第

十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 支 給 決 定 に 係 る 児 童 及 び 者 並 び に 同 法 附 則 第 二 十

二 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 旧 法 受 給 者 を 除 く 。 ） の い る 世 帯 

三 次 に 掲 げ る 児 童 又 は 者 （ 社 会 福 祉 施 設 に 措 置 さ れ た 児 童 及 び 者 、 法 第 二

十 四 条 の 三 第 四 項 に 規 定 す る 入 所 給 付 決 定 に 係 る 児 童 、 障 害 者 の 日 常 生 活

及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 百 二 十 三

号 ） 第 六 条 に 規 定 す る 自 立 支 援 給 付 （ 同 法 第 五 条 第 六 項 、 第 七 項 及 び 第 十

三 項 か ら 第 十 五 項 ま で に 規 定 す る も の に 係 る も の に 限 る 。 ） に 係 る 同 法 第

十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 支 給 決 定 に 係 る 児 童 及 び 者 並 び に 同 法 附 則 第 二 十

二 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 旧 法 受 給 者 を 除 く 。 ） の い る 世 帯 

イ 身 体 障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 八 十 三 号 ） 第 十 五 条 第 四

項 の 規 定 に よ り 身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を 受 け た 者 

イ 身 体 障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 八 十 三 号 ） 第 十 五 条 第 四

項 の 規 定 に よ り 身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を 受 け た 者 

ロ 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る と こ ろ に よ り 療 育 手 帳 の 交 付 を 受 け た 者 ロ 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る と こ ろ に よ り 療 育 手 帳 の 交 付 を 受 け た 者 

ハ 特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の 支 給 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 三 十

四 号 ） に 基 づ く 特 別 児 童 扶 養 手 当 の 支 給 対 象 児 、 国 民 年 金 法 （ 昭 和 三 十

四 年 法 律 第 百 四 十 一 号 ） に 基 づ く 障 害 基 礎 年 金 の 受 給 者 

ハ 特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の 支 給 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 三 十

四 号 ） に 基 づ く 特 別 児 童 扶 養 手 当 の 支 給 対 象 児 、 国 民 年 金 法 （ 昭 和 三 十

四 年 法 律 第 百 四 十 一 号 ） に 基 づ く 障 害 基 礎 年 金 の 受 給 者 

ニ 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 二

十 三 号 ） 第 四 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 の 交 付

を 受 け た 者 

ニ 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 二

十 三 号 ） 第 四 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 の 交 付

を 受 け た 者 

四 生 活 保 護 法 に 基 づ く 要 保 護 者 が い る と 知 事 が 認 め た 世 帯 四 生 活 保 護 法 に 基 づ く 要 保 護 者 が い る と 知 事 が 認 め た 世 帯 

７ 前 各 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 一 世 帯 か ら 二 以 上 の 妊 産 婦 、 世 帯 及 び 児 童

が 措 置 児 童 （ 児 童 自 立 生 活 援 助 の 実 施 を 受 け た 義 務 教 育 終 了 児 童 等 を 除 く 。

以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 同 じ 。 ） と な つ た 場 合 に お い て 、 前 各 項 の 規 定

に よ り 当 該 措 置 児 童 ご と に 算 定 し た 措 置 児 童 及 び そ の 扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す

る 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 又 は 額 が 最 も 高 額 で あ る 措 置 児 童 （ 同

額 の 場 合 は 、 い ず れ か 一 の 措 置 児 童 に 限 る 。 ） 以 外 の 措 置 児 童 に 係 る 当 該 措

置 児 童 及 び そ の 扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す る 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額

又 は 額 は 、 前 各 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 当 該 措 置 児 童 に 係 る 当 該 措 置 児 童 及

び そ の 扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す る 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 又 は 額 に

〇 ・ 一 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数

が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。 

７ 前 各 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 一 世 帯 か ら 二 以 上 の 妊 産 婦 、 世 帯 及 び 児 童

が 措 置 児 童 （ 児 童 自 立 生 活 援 助 の 実 施 を 受 け た 義 務 教 育 終 了 児 童 等 を 除 く 。

以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 同 じ 。 ） と な つ た 場 合 に お い て 、 前 各 項 の 規 定

に よ り 当 該 措 置 児 童 ご と に 算 定 し た 措 置 児 童 及 び そ の 扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す

る 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 又 は 額 が 最 も 高 額 で あ る 措 置 児 童 （ 同

額 の 場 合 は 、 い ず れ か 一 の 措 置 児 童 に 限 る 。 ） 以 外 の 措 置 児 童 に 係 る 当 該 措

置 児 童 及 び そ の 扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す る 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額

又 は 額 は 、 前 各 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 当 該 措 置 児 童 に 係 る 当 該 措 置 児 童 及

び そ の 扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す る 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 又 は 額 に

〇 ・ 一 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数

が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。 

８ 前 各 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 措 置 児 童 の 属 す る 世 帯 の 扶 養 義 務 者 が 法 第 二

十 一 条 の 五 の 二 に 規 定 す る 障 害 児 通 所 給 付 費 若 し く は 特 例 障 害 児 通 所 給 付 費

８ 前 各 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 措 置 児 童 の 属 す る 世 帯 の 扶 養 義 務 者 が 法 第 二

十 一 条 の 五 の 二 に 規 定 す る 障 害 児 通 所 給 付 費 若 し く は 特 例 障 害 児 通 所 給 付 費
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又 は 法 第 二 十 四 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 障 害 児 入 所 給 付 費 を 支 給 さ れ て い る

と き は 、 前 各 項 の 規 定 に よ り 当 該 措 置 児 童 ご と に 算 定 し た 措 置 児 童 及 び そ の

扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す る 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 又 は 額 （ 以 下 こ

の 項 に お い て 「 徴 収 金 額 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 入 所 施 設 （ 通 所 施 設 （ 母

子 生 活 支 援 施 設 、 児 童 心 理 治 療 施 設 通 所 部 及 び 児 童 自 立 支 援 施 設 通 所 部 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 児 童 自 立 生 活 援 助 事 業 所 以 外 の 施 設 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

に 係 る 徴 収 金 額 が 最 も 高 額 で あ る 措 置 児 童 に 係 る 徴 収 金 額 に 、 当 該 徴 収 金 額

に 〇 ・ 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を

切 り 捨 て た 額 ） に 当 該 世 帯 に お け る 施 設 入 所 等 児 童 （ 小 規 模 住 居 型 児 童 養 育

事 業 を 行 う 者 若 し く は 里 親 に 委 託 さ れ 、 又 は 小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 を 行

う 者 若 し く は 里 親 以 外 の 施 設 に 入 所 若 し く は 通 所 し て い る 児 童 を い う 。 以 下

こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 人 数 か ら 一 を 減 じ た 人 数 を 乗 じ て 得 た 額 を 加 え た

額 を 当 該 世 帯 に 係 る 上 限 額 （ 当 該 世 帯 に お け る 施 設 入 所 等 児 童 に つ い て 、 徴

収 金 額 が 全 額 徴 収 若 し く は 日 割 り で あ る 場 合 又 は 通 所 施 設 （ 母 子 生 活 支 援 施

設 を 除 く 。 ） に 係 る 徴 収 金 額 で あ る 場 合 は 、 当 該 世 帯 に お け る 施 設 入 所 等 児

童 の 徴 収 金 額 の 合 算 額 を 当 該 世 帯 に 係 る 上 限 額 と す る 。 ） と し 、 当 該 世 帯 に

係 る 上 限 額 が そ の 月 の 障 害 児 施 設 に 係 る 利 用 者 負 担 額 （ 法 第 二 十 四 条 の 七 第

一 項 に 規 定 す る 食 事 の 提 供 に 要 し た 費 用 及 び 居 住 に 要 し た 費 用 、 法 第 二 十 一

条 の 五 の 二 十 八 に 規 定 す る 肢 体 不 自 由 児 通 所 医 療 並 び に 法 第 二 十 四 条 の 二 十

第 一 項 に 規 定 す る 障 害 児 入 所 医 療 に 係 る 利 用 者 負 担 を 含 む 利 用 者 負 担 の 上 限

額 （ 実 際 に 利 用 者 負 担 と し て 支 払 つ た 額 が 当 該 上 限 額 に 満 た な い 場 合 は 当 該

支 払 つ た 額 と す る 。 ） を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） を 超 え る 場 合 は 、

当 該 世 帯 に 係 る 上 限 額 か ら 障 害 児 施 設 に 係 る 利 用 者 負 担 額 を 控 除 し た 額 を 当

該 世 帯 の 入 所 施 設 に 係 る 徴 収 金 額 と し 、 当 該 世 帯 に 係 る 上 限 額 が 障 害 児 施 設

に 係 る 利 用 者 負 担 額 以 下 で あ る 場 合 は 、 当 該 世 帯 の 入 所 施 設 に 係 る 徴 収 金 額

は 〇 円 と す る 。 

又 は 法 第 二 十 四 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 障 害 児 入 所 給 付 費 を 支 給 さ れ て い る

と き は 、 前 各 項 の 規 定 に よ り 当 該 措 置 児 童 ご と に 算 定 し た 措 置 児 童 及 び そ の

扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す る 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 又 は 額 （ 以 下 こ

の 項 に お い て 「 徴 収 金 額 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 入 所 施 設 （ 通 所 施 設 （ 母

子 生 活 支 援 施 設 、 児 童 心 理 治 療 施 設 通 所 部 及 び 児 童 自 立 支 援 施 設 通 所 部 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 児 童 自 立 生 活 援 助 事 業 所 以 外 の 施 設 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

に 係 る 徴 収 金 額 が 最 も 高 額 で あ る 措 置 児 童 に 係 る 徴 収 金 額 に 、 当 該 徴 収 金 額

に 〇 ・ 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を

切 り 捨 て た 額 ） に 当 該 世 帯 に お け る 施 設 入 所 等 児 童 （ 小 規 模 住 居 型 児 童 養 育

事 業 を 行 う 者 若 し く は 里 親 に 委 託 さ れ 、 又 は 小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 を 行

う 者 若 し く は 里 親 以 外 の 施 設 に 入 所 若 し く は 通 所 し て い る 児 童 を い う 。 以 下

こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 人 数 か ら 一 を 減 じ た 人 数 を 乗 じ て 得 た 額 を 加 え た

額 を 当 該 世 帯 に 係 る 上 限 額 （ 当 該 世 帯 に お け る 施 設 入 所 等 児 童 に つ い て 、 徴

収 金 額 が 全 額 徴 収 若 し く は 日 割 り で あ る 場 合 又 は 通 所 施 設 （ 母 子 生 活 支 援 施

設 を 除 く 。 ） に 係 る 徴 収 金 額 で あ る 場 合 は 、 当 該 世 帯 に お け る 施 設 入 所 等 児

童 の 徴 収 金 額 の 合 算 額 を 当 該 世 帯 に 係 る 上 限 額 と す る 。 ） と し 、 当 該 世 帯 に

係 る 上 限 額 が そ の 月 の 障 害 児 施 設 に 係 る 利 用 者 負 担 額 （ 法 第 二 十 四 条 の 七 第

一 項 に 規 定 す る 食 事 の 提 供 に 要 し た 費 用 及 び 居 住 に 要 し た 費 用 、 法 第 二 十 一

条 の 五 の 二 十 八 に 規 定 す る 肢 体 不 自 由 児 通 所 医 療 並 び に 法 第 二 十 四 条 の 二 十

第 一 項 に 規 定 す る 障 害 児 入 所 医 療 に 係 る 利 用 者 負 担 を 含 む 利 用 者 負 担 の 上 限

額 （ 実 際 に 利 用 者 負 担 と し て 支 払 つ た 額 が 当 該 上 限 額 に 満 た な い 場 合 は 当 該

支 払 つ た 額 と す る 。 ） を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） を 超 え る 場 合 は 、

当 該 世 帯 に 係 る 上 限 額 か ら 障 害 児 施 設 に 係 る 利 用 者 負 担 額 を 控 除 し た 額 を 当

該 世 帯 の 入 所 施 設 に 係 る 徴 収 金 額 と し 、 当 該 世 帯 に 係 る 上 限 額 が 障 害 児 施 設

に 係 る 利 用 者 負 担 額 以 下 で あ る 場 合 は 、 当 該 世 帯 の 入 所 施 設 に 係 る 徴 収 金 額

は 〇 円 と す る 。 

９ 前 各 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 措 置 児 童 及 び そ の 扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す る 入

所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 又 は 額 が 当 該 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金

に 係 る 措 置 に 要 し た 費 用 に つ い て 法 第 五 十 条 の 規 定 に よ り 県 が 支 弁 し た 額

（ 措 置 費 に 対 す る 国 庫 負 担 金 及 び 国 庫 補 助 金 の 交 付 基 準 に 基 づ き 算 定 さ れ る

民 間 施 設 給 与 等 改 善 費 、 社 会 的 養 護 処 遇 改 善 加 算 費 、 施 設 機 能 強 化 推 進 費 、

単 身 赴 任 手 当 加 算 費 、 入 所 児 童 （ 者 ） 処 遇 特 別 加 算 費 、 第 三 者 評 価 受 審 費 加

算 費 、 賃 借 費 加 算 費 、 除 雪 費 、 降 灰 除 去 費 、 里 親 手 当 、 保 育 機 能 強 化 加 算 費

及 び 一 時 保 護 実 施 特 別 加 算 費 を 除 く 。 以 下 「 支 弁 額 」 と い う 。 ） を 超 え る 場

９ 前 各 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 措 置 児 童 及 び そ の 扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す る 入

所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 又 は 額 が 当 該 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金

に 係 る 措 置 に 要 し た 費 用 に つ い て 法 第 五 十 条 の 規 定 に よ り 県 が 支 弁 し た 額

（ 措 置 費 に 対 す る 国 庫 負 担 金 及 び 国 庫 補 助 金 の 交 付 基 準 に 基 づ き 算 定 さ れ る

民 間 施 設 給 与 等 改 善 費 、 社 会 的 養 護 処 遇 改 善 加 算 費 、 施 設 機 能 強 化 推 進 費 、

単 身 赴 任 手 当 加 算 費 、 入 所 児 童 （ 者 ） 処 遇 特 別 加 算 費 、 第 三 者 評 価 受 審 費 加

算 費 、 賃 借 費 加 算 費 、 除 雪 費 、 降 灰 除 去 費 、 里 親 手 当 、 保 育 機 能 強 化 加 算 費

及 び 一 時 保 護 実 施 特 別 加 算 費 を 除 く 。 以 下 「 支 弁 額 」 と い う 。 ） を 超 え る 場
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合 に お け る 当 該 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 又 は 額 は 、 前 各 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 支 弁 額 と す る 。 

合 に お け る 当 該 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 又 は 額 は 、 前 各 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 支 弁 額 と す る 。 

10 第 一 項 及 び 第 五 項 か ら 第 八 項 ま で の 規 定 に か か わ ら ず 、 入 所 等 の 措 置 が 採

ら れ た 期 間 が 一 月 に 満 た な い 場 合 に お い て 、 第 一 項 及 び 第 五 項 か ら 第 八 項 ま

で の 規 定 に よ り 算 定 し た 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 が 当 該 入 所 等 の

措 置 に 関 す る 徴 収 金 に 係 る 措 置 が 採 ら れ た 日 数 に 応 じ た 支 弁 額 を 超 え る と き

の 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 額 は 、 当 該 支 弁 額 と す る 。 

10 第 一 項 及 び 第 五 項 か ら 第 八 項 ま で の 規 定 に か か わ ら ず 、 入 所 等 の 措 置 が 採

ら れ た 期 間 が 一 月 に 満 た な い 場 合 に お い て 、 第 一 項 及 び 第 五 項 か ら 第 八 項 ま

で の 規 定 に よ り 算 定 し た 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 が 当 該 入 所 等 の

措 置 に 関 す る 徴 収 金 に 係 る 措 置 が 採 ら れ た 日 数 に 応 じ た 支 弁 額 を 超 え る と き

の 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 額 は 、 当 該 支 弁 額 と す る 。 

一 部 改 正 〔 昭 和 六 三 年 規 則 五 二 号 ・ 平 成 七 年 七 〇 号 ・ 一 〇 年 三 七 号 ・

一 三 年 三 号 ・ 六 一 号 ・ 一 五 年 五 二 号 ・ 一 七 年 八 二 号 ・ 二 〇 年 二 号 ・

六 八 号 ・ 二 一 年 二 九 号 ・ 二 二 年 五 四 号 ・ 二 四 年 四 〇 号 ・ 五 七 号 ・ 二

五 年 一 六 号 ・ 二 六 年 五 二 号 ・ 二 九 年 三 〇 号 ・ 三 〇 年 四 九 号 〕 

一 部 改 正 〔 昭 和 六 三 年 規 則 五 二 号 ・ 平 成 七 年 七 〇 号 ・ 一 〇 年 三 七 号 ・

一 三 年 三 号 ・ 六 一 号 ・ 一 五 年 五 二 号 ・ 一 七 年 八 二 号 ・ 二 〇 年 二 号 ・

六 八 号 ・ 二 一 年 二 九 号 ・ 二 二 年 五 四 号 ・ 二 四 年 四 〇 号 ・ 五 七 号 ・ 二

五 年 一 六 号 ・ 二 六 年 五 二 号 ・ 二 九 年 三 〇 号 ・ 三 〇 年 四 九 号 〕 

（ 入 所 児 童 等 に 対 す る 徴 収 の 特 例 ） （ 入 所 児 童 等 に 対 す る 徴 収 の 特 例 ） 

第 二 十 一 条 の 二 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 に よ り 障 害 児 入 所 施 設 に 入

所 し た 児 童 又 は 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 委 託 に よ り 指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 に

入 院 し た 児 童 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 入 所 児 童 等 」 と い う 。 ） が 、 三 歳 に 達

す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 を 経 過 し た 障 害 児 で あ つ て 、 小 学 校 就 学 の

始 期 に 達 す る ま で の 間 に あ る も の で あ る 場 合 に は 、 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、

当 該 入 所 児 童 等 に 対 す る 措 置 に 関 し 徴 収 す る 費 用 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 入

所 児 童 等 に 対 す る 徴 収 金 」 と い う 。 ） の う ち 実 費 に 相 当 す る 額 を 除 い た 額 に

つ い て は 徴 収 し な い も の と す る 。 た だ し 、 入 所 児 童 等 に 対 す る 徴 収 金 の う ち

実 費 に 相 当 す る 額 に つ い て は 、 前 条 の 規 定 に よ り 算 定 し た 入 所 児 童 等 に 対 す

る 徴 収 金 の 月 額 又 は 額 を 上 限 と し て 徴 収 す る こ と が で き る 。 

第 二 十 一 条 の 二 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 に よ り 障 害 児 入 所 施 設 に 入

所 し た 児 童 又 は 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 委 託 に よ り 指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 に

入 院 し た 児 童 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 入 所 児 童 等 」 と い う 。 ） が 、 三 歳 に 達

す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 を 経 過 し た 障 害 児 で あ つ て 、 小 学 校 就 学 の

始 期 に 達 す る ま で の 間 に あ る も の で あ る 場 合 に は 、 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、

当 該 入 所 児 童 等 に 対 す る 措 置 に 関 し 徴 収 す る 費 用 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 入

所 児 童 等 に 対 す る 徴 収 金 」 と い う 。 ） の う ち 実 費 に 相 当 す る 額 を 除 い た 額 に

つ い て は 徴 収 し な い も の と す る 。 た だ し 、 入 所 児 童 等 に 対 す る 徴 収 金 の う ち

実 費 に 相 当 す る 額 に つ い て は 、 前 条 の 規 定 に よ り 算 定 し た 入 所 児 童 等 に 対 す

る 徴 収 金 の 月 額 又 は 額 を 上 限 と し て 徴 収 す る こ と が で き る 。 

２ 前 項 の 規 定 は 、 別 表 第 二 に 掲 げ る 各 月 初 日 の 入 所 児 童 等 の 属 す る 世 帯 の 階

層 区 分 が Ｂ 階 層 で あ る 世 帯 に 属 す る 入 所 児 童 等 が 、 三 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最

初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 障 害 児 で あ る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 

２ 前 項 の 規 定 は 、 別 表 第 二 に 掲 げ る 各 月 初 日 の 入 所 児 童 等 の 属 す る 世 帯 の 階

層 区 分 が Ｂ 階 層 で あ る 世 帯 に 属 す る 入 所 児 童 等 が 、 三 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最

初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 障 害 児 で あ る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 

追 加 〔 令 和 元 年 規 則 二 五 号 〕 追 加 〔 令 和 元 年 規 則 二 五 号 〕 

（ 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 に 係 る 世 帯 調 書 等 ） （ 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 に 係 る 世 帯 調 書 等 ） 

第 二 十 二 条 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 三 号 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 措 置 が 採 ら れ

た 場 合 は 、 速 や か に 、 世 帯 調 書 に 措 置 児 童 及 び 当 該 措 置 児 童 と 同 一 の 世 帯 に

属 し 、 生 計 を 一 に す る 扶 養 義 務 者 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 で あ る と き は 当 該 各

号 に 定 め る 書 面 を 添 え て 、 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

第 二 十 二 条 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 三 号 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 措 置 が 採 ら れ

た 場 合 は 、 速 や か に 、 世 帯 調 書 に 措 置 児 童 及 び 当 該 措 置 児 童 と 同 一 の 世 帯 に

属 し 、 生 計 を 一 に す る 扶 養 義 務 者 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 で あ る と き は 当 該 各

号 に 定 め る 書 面 を 添 え て 、 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

一 被 保 護 者 被 保 護 者 で あ る こ と を 証 す る 書 面 一 被 保 護 者 被 保 護 者 で あ る こ と を 証 す る 書 面 

二 支 援 給 付 を 受 け て い る 者 支 援 給 付 を 受 け て い る こ と を 証 す る 書 面 二 支 援 給 付 を 受 け て い る 者 支 援 給 付 を 受 け て い る こ と を 証 す る 書 面 

三 当 該 措 置 が 採 ら れ た 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 （ 四 月 か ら 六 月 ま で の 間 三 当 該 措 置 が 採 ら れ た 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 （ 四 月 か ら 六 月 ま で の 間
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に 当 該 措 置 が 採 ら れ た 場 合 に あ つ て は 、 前 年 度 分 と す る 。 以 下 こ の 項 に お

い て 同 じ 。 ） の 市 町 村 民 税 の 非 課 税 者 （ 前 各 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ） 当

該 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 分 の 市 町 村 民 税 が 非 課 税 で あ る こ と を 証 す る

書 面 

に 当 該 措 置 が 採 ら れ た 場 合 に あ つ て は 、 前 年 度 分 と す る 。 以 下 こ の 号 、 次

号 及 び 第 六 号 に お い て 同 じ 。 ） の 市 町 村 民 税 の 非 課 税 者 （ 第 一 号 及 び 前 号

に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 分 の 市 町 村 民 税

が 非 課 税 で あ る こ と を 証 す る 書 面 

四 当 該 措 置 が 採 ら れ た 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 者

（ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年

度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 

四 当 該 措 置 が 採 ら れ た 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 （ 一 月 か ら 六 月 ま で の 間 に 当

該 措 置 が 採 ら れ た 場 合 に あ つ て は 、 前 々 年 分 と す る 。 以 下 こ の 項 に お い て

同 じ 。 ） の 所 得 税 が 非 課 税 で あ る 当 該 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 分 の 市 町

村 民 税 の 課 税 者 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属

す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 が 非 課 税 で あ る こ と を 証 す る 書 面 及 び 当 該 日 の 属

す る 年 度 の 当 該 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 

（ 削 る 。 ） 五 当 該 措 置 が 採 ら れ た 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 の 課 税 者 （ 第 一 号 か

ら 第 三 号 ま で 及 び 次 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 の 前 年

分 の 所 得 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 

（ 削 る 。 ） 六 改 正 法 第 一 条 の 規 定 に よ る 所 得 税 法 第 二 条 第 一 項 及 び 第 八 十 四 条 の 規 定

の 改 正 が 行 わ れ な か つ た も の と し て 当 該 措 置 が 採 ら れ た 日 の 属 す る 年 の 前

年 分 の 所 得 税 の 額 を 計 算 し た 場 合 に 所 得 税 が 課 さ れ な い こ と と な る 者 の う

ち 、 当 該 日 の 属 す る 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 者 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 規

定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 （ 第 四 号 に 規 定

す る 所 得 税 を い う 。 ） の 課 税 額 を 証 す る 書 面 及 び 当 該 日 の 属 す る 年 度 分 の

市 町 村 民 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 

２ 助 産 施 設 等 に お け る 助 産 等 の 実 施 及 び 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 三 号 又 は 第 二

項 の 規 定 に よ る 措 置 を 受 け て い る 場 合 は 、 世 帯 調 書 に 措 置 児 童 及 び 当 該 措 置

児 童 と 同 一 の 世 帯 に 属 し 、 生 計 を 一 に す る 扶 養 義 務 者 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 者

で あ る と き は 当 該 各 号 に 定 め る 書 面 を 添 え て 、 毎 年 六 月 末 日 ま で に 、 知 事 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

２ 助 産 施 設 等 に お け る 助 産 等 の 実 施 及 び 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 三 号 又 は 第 二

項 の 規 定 に よ る 措 置 を 受 け て い る 場 合 は 、 世 帯 調 書 に 措 置 児 童 及 び 当 該 措 置

児 童 と 同 一 の 世 帯 に 属 し 、 生 計 を 一 に す る 扶 養 義 務 者 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 者

で あ る と き は 当 該 各 号 に 定 め る 書 面 を 添 え て 、 毎 年 六 月 末 日 ま で に 、 知 事 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

一 被 保 護 者 被 保 護 者 で あ る こ と を 証 す る 書 面 一 被 保 護 者 被 保 護 者 で あ る こ と を 証 す る 書 面 

二 支 援 給 付 を 受 け て い る 者 支 援 給 付 を 受 け て い る こ と を 証 す る 書 面 二 支 援 給 付 を 受 け て い る 者 支 援 給 付 を 受 け て い る こ と を 証 す る 書 面 

三 当 該 実 施 又 は 当 該 措 置 を 受 け て い る 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 の 市 町 村

民 税 の 非 課 税 者 （ 前 各 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 度 の 当

該 年 度 分 の 市 町 村 民 税 が 非 課 税 で あ る こ と を 証 す る 書 面 

三 当 該 実 施 又 は 当 該 措 置 を 受 け て い る 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 の 市 町 村

民 税 の 非 課 税 者 （ 第 一 号 及 び 前 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す

る 年 度 の 当 該 年 度 分 の 市 町 村 民 税 が 非 課 税 で あ る こ と を 証 す る 書 面 

四 当 該 実 施 又 は 当 該 措 置 を 受 け て い る 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 分 の 市 町

村 民 税 の 課 税 者 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す

る 年 度 の 当 該 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 

四 当 該 実 施 又 は 当 該 措 置 を 受 け て い る 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 が 非

課 税 で あ る 当 該 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 者 （ 第 一

号 及 び 第 二 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 の 所 得

税 が 非 課 税 で あ る こ と を 証 す る 書 面 及 び 当 該 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 分
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の 市 町 村 民 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 
（ 削 る 。 ） 五 当 該 実 施 又 は 当 該 措 置 を 受 け て い る 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 の 課

税 者 （ 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 及 び 次 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の

属 す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 

（ 削 る 。 ） 六 改 正 法 第 一 条 の 規 定 に よ る 所 得 税 法 第 二 条 第 一 項 及 び 第 八 十 四 条 の 規 定

の 改 正 が 行 わ れ な か つ た も の と し て 当 該 実 施 又 は 当 該 措 置 を 受 け て い る 日

の 属 す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 の 額 を 計 算 し た 場 合 に 所 得 税 が 課 さ れ な い こ

と と な る 者 の う ち 、 当 該 日 の 属 す る 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 者 （ 第 一 号

及 び 第 二 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税

（ 第 四 号 に 規 定 す る 所 得 税 を い う 。 ） の 課 税 額 を 証 す る 書 面 及 び 当 該 日 の

属 す る 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 

３ 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 提 出 し た 世 帯 調 書 の 内 容 に 変 更 が 生 じ た 場 合

は 、 速 や か に 、 変 更 後 の 世 帯 調 書 に 療 育 の 給 付 を 受 け て い る 児 童 及 び そ の 扶

養 義 務 者 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 で あ る と き は 当 該 各 号 に 定 め る 書 面 を 添 え

て 、 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

３ 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 提 出 し た 世 帯 調 書 の 内 容 に 変 更 が 生 じ た 場 合

は 、 速 や か に 、 変 更 後 の 世 帯 調 書 に 療 育 の 給 付 を 受 け て い る 児 童 及 び そ の 扶

養 義 務 者 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 で あ る と き は 当 該 各 号 に 定 め る 書 面 を 添 え

て 、 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

一 被 保 護 者 被 保 護 者 で あ る こ と を 証 す る 書 面 一 被 保 護 者 被 保 護 者 で あ る こ と を 証 す る 書 面 

二 支 援 給 付 を 受 け て い る 者 支 援 給 付 を 受 け て い る こ と を 証 す る 書 面 二 支 援 給 付 を 受 け て い る 者 支 援 給 付 を 受 け て い る こ と を 証 す る 書 面 

三 当 該 変 更 が 生 じ た 日 の 属 す る 年 度 分 （ 課 税 額 が 判 明 し な い 期 間 に あ つ て

は 、 当 該 日 の 属 す る 年 度 の 前 年 度 分 と す る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ）

の 市 町 村 民 税 の 非 課 税 者 （ 前 各 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る

年 度 分 の 市 町 村 民 税 が 非 課 税 で あ る こ と を 証 す る 書 面 

三 当 該 変 更 が 生 じ た 日 の 属 す る 年 度 分 （ 課 税 額 が 判 明 し な い 期 間 に あ つ て

は 、 当 該 日 の 属 す る 年 度 の 前 年 度 分 と す る 。 ） の 市 町 村 民 税 の 非 課 税 者 （ 第

一 号 及 び 前 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 度 分 の 市 町 村 民

税 が 非 課 税 で あ る こ と を 証 す る 書 面 

四 当 該 変 更 が 生 じ た 日 の 属 す る 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 者 （ 第 一 号 及 び

第 二 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税

額 を 証 す る 書 面 

四 当 該 変 更 が 生 じ た 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 （ 課 税 額 が 判 明 し な い 期 間 に あ

つ て は 、 前 々 年 と す る 。 ） の 所 得 税 が 非 課 税 で あ る 当 該 日 の 属 す る 年 度 分

の 市 町 村 民 税 の 課 税 者 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該

日 の 属 す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 が 非 課 税 で あ る こ と を 証 す る 書 面 及 び 当 該

日 の 属 す る 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 

（ 削 る 。 ） 五 当 該 変 更 が 生 じ た 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 の 課 税 者 （ 第 一 号 か ら

第 三 号 ま で 及 び 次 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 の 前 年 分

の 所 得 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 

（ 削 る 。 ） 六 改 正 法 第 一 条 の 規 定 に よ る 所 得 税 法 第 二 条 第 一 項 及 び 第 八 十 四 条 の 規 定

の 改 正 が 行 わ れ な か つ た も の と し て 当 該 変 更 が 生 じ た 日 の 属 す る 年 の 前 年

分 の 所 得 税 の 額 を 計 算 し た 場 合 に 所 得 税 が 課 さ れ な い こ と と な る 者 の う

ち 、 当 該 日 の 属 す る 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 者 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 規

定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 （ 第 四 号 に 規 定
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す る 所 得 税 を い う 。 ） の 課 税 額 を 証 す る 書 面 及 び 当 該 日 の 属 す る 年 度 分 の

市 町 村 民 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 

４ 第 九 条 第 三 項 、 第 十 九 条 の 二 第 二 項 並 び に 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ り

提 出 し た 世 帯 調 書 又 は 課 税 状 況 等 報 告 書 の 内 容 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、 速 や

か に 、 措 置 児 童 （ 児 童 自 立 生 活 援 助 の 実 施 を 受 け た 義 務 教 育 終 了 児 童 等 を 除

く 。 ） 及 び 当 該 措 置 児 童 と 同 一 の 世 帯 に 属 し 、 生 計 を 一 に す る 扶 養 義 務 者 に

あ つ て は 変 更 後 の 世 帯 調 書 に こ れ ら の 者 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 で あ る と き は

当 該 各 号 に 定 め る 書 面 を 、 児 童 自 立 生 活 援 助 の 実 施 を 受 け た 義 務 教 育 終 了 児

童 等 に あ つ て は 当 該 義 務 教 育 終 了 児 童 等 に つ い て の 変 更 後 の 課 税 状 況 等 申 告

書 に 当 該 義 務 教 育 終 了 児 童 等 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 で あ る と き は 当 該 各 号 に

定 め る 書 面 を 添 え て 、 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

４ 第 九 条 第 三 項 、 第 十 九 条 の 二 第 二 項 並 び に 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ り

提 出 し た 世 帯 調 書 又 は 課 税 状 況 等 報 告 書 の 内 容 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、 速 や

か に 、 措 置 児 童 （ 児 童 自 立 生 活 援 助 の 実 施 を 受 け た 義 務 教 育 終 了 児 童 等 を 除

く 。 ） 及 び 当 該 措 置 児 童 と 同 一 の 世 帯 に 属 し 、 生 計 を 一 に す る 扶 養 義 務 者 に

あ つ て は 変 更 後 の 世 帯 調 書 に こ れ ら の 者 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 で あ る と き は

当 該 各 号 に 定 め る 書 面 を 、 児 童 自 立 生 活 援 助 の 実 施 を 受 け た 義 務 教 育 終 了 児

童 等 に あ つ て は 当 該 義 務 教 育 終 了 児 童 等 に つ い て の 変 更 後 の 課 税 状 況 等 申 告

書 に 当 該 義 務 教 育 終 了 児 童 等 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 で あ る と き は 当 該 各 号 に

定 め る 書 面 を 添 え て 、 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

一 被 保 護 者 被 保 護 者 で あ る こ と を 証 す る 書 面 一 被 保 護 者 被 保 護 者 で あ る こ と を 証 す る 書 面 

二 支 援 給 付 を 受 け て い る 者 支 援 給 付 を 受 け て い る こ と を 証 す る 書 面 二 支 援 給 付 を 受 け て い る 者 支 援 給 付 を 受 け て い る こ と を 証 す る 書 面 

三 当 該 変 更 が 生 じ た 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 （ 四 月 か ら 五 月 ま で の 間 に

当 該 変 更 が 生 じ た 場 合 に あ つ て は 、 前 年 度 分 と す る 。 以 下 こ の 項 に お い て

同 じ 。 ） の 市 町 村 民 税 の 非 課 税 者 （ 前 各 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日

の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 分 の 市 町 村 民 税 が 非 課 税 で あ る こ と を 証 す る 書 面 

三 当 該 変 更 が 生 じ た 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 （ 四 月 か ら 五 月 ま で の 間 に

当 該 変 更 が 生 じ た 場 合 に あ つ て は 、 前 年 度 分 と す る 。 以 下 こ の 号 、 次 号 及

び 第 六 号 に お い て 同 じ 。 ） の 市 町 村 民 税 の 非 課 税 者 （ 第 一 号 及 び 前 号 に 規

定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 分 の 市 町 村 民 税 が 非

課 税 で あ る こ と を 証 す る 書 面 

四 当 該 変 更 が 生 じ た 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 者

（ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年

度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 

四 当 該 変 更 が 生 じ た 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 （ 一 月 か ら 五 月 ま で の 間 に 当 該

変 更 が 生 じ た 場 合 に あ つ て は 、 前 々 年 分 と す る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ）

の 所 得 税 が 非 課 税 で あ る 当 該 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の

課 税 者 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 の

前 年 分 の 所 得 税 が 非 課 税 で あ る こ と を 証 す る 書 面 及 び 当 該 日 の 属 す る 年 度

の 当 該 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 

（ 削 る 。 ） 五 当 該 変 更 が 生 じ た 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 の 課 税 者 （ 第 一 号 か ら

第 三 号 ま で 及 び 次 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 の 前 年 分

の 所 得 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 

（ 削 る 。 ） 六 改 正 法 第 一 条 の 規 定 に よ る 所 得 税 法 第 二 条 第 一 項 及 び 第 八 十 四 条 の 規 定

の 改 正 が 行 わ れ な か つ た も の と し て 当 該 変 更 が 生 じ た 日 の 属 す る 年 の 前 年

分 の 所 得 税 の 額 を 計 算 し た 場 合 に 所 得 税 が 課 さ れ な い こ と と な る 者 の う

ち 、 当 該 日 の 属 す る 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の 課 税 者 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 規

定 す る 者 を 除 く 。 ） 当 該 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 の 所 得 税 （ 第 四 号 に 規 定

す る 所 得 税 を い う 。 ） の 課 税 額 を 証 す る 書 面 及 び 当 該 日 の 属 す る 年 度 分 の

市 町 村 民 税 の 課 税 額 を 証 す る 書 面 
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一 部 改 正 〔 昭 和 六 三 年 規 則 五 二 号 ・ 平 成 六 年 二 四 号 ・ 七 年 七 〇 号 ・

一 〇 年 三 七 号 ・ 六 八 号 ・ 一 三 年 六 一 号 ・ 一 七 年 八 二 号 ・ 二 〇 年 六 八

号 ・ 二 二 年 五 四 号 ・ 二 四 年 四 〇 号 ・ 五 七 号 〕 

一 部 改 正 〔 昭 和 六 三 年 規 則 五 二 号 ・ 平 成 六 年 二 四 号 ・ 七 年 七 〇 号 ・

一 〇 年 三 七 号 ・ 六 八 号 ・ 一 三 年 六 一 号 ・ 一 七 年 八 二 号 ・ 二 〇 年 六 八

号 ・ 二 二 年 五 四 号 ・ 二 四 年 四 〇 号 ・ 五 七 号 〕 

第 二 十 三 条 か ら 第 二 十 五 条 ま で 削 除 第 二 十 三 条 か ら 第 二 十 五 条 ま で 削 除 
〔 平 成 一 八 年 規 則 五 五 号 〕 〔 平 成 一 八 年 規 則 五 五 号 〕 

（ 徴 収 金 等 の 額 の 決 定 等 ） （ 徴 収 金 等 の 額 の 決 定 等 ） 

第 二 十 六 条 知 事 は 、 第 七 条 第 一 項 、 第 九 条 第 三 項 、 第 十 九 条 の 二 第 二 項 及 び

第 二 十 二 条 の 規 定 に よ り 提 出 の あ つ た 世 帯 調 書 及 び 課 税 状 況 等 申 告 書 に 基 づ

き 療 育 の 給 付 に 関 す る 徴 収 金 又 は 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 額 を 決 定

し 、 又 は 変 更 し た と き は 、 徴 収 金 等 決 定 （ 変 更 ） 通 知 書 （ 別 記 第 四 十 七 号 様

式 ） に よ り 、 療 育 の 給 付 を 受 け た 児 童 若 し く は 措 置 児 童 又 は こ れ ら の 扶 養 義

務 者 （ 以 下 「 納 入 義 務 者 」 と い う 。 ） に 通 知 す る も の と す る 。 

第 二 十 六 条 知 事 は 、 第 七 条 第 一 項 、 第 九 条 第 三 項 、 第 十 九 条 の 二 第 二 項 及 び

第 二 十 二 条 の 規 定 に よ り 提 出 の あ つ た 世 帯 調 書 及 び 課 税 状 況 等 申 告 書 に 基 づ

き 療 育 の 給 付 に 関 す る 徴 収 金 又 は 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 額 を 決 定

し 、 又 は 変 更 し た と き は 、 徴 収 金 等 決 定 （ 変 更 ） 通 知 書 （ 別 記 第 四 十 七 号 様

式 ） に よ り 、 療 育 の 給 付 を 受 け た 児 童 若 し く は 措 置 児 童 又 は こ れ ら の 扶 養 義

務 者 （ 以 下 「 納 入 義 務 者 」 と い う 。 ） に 通 知 す る も の と す る 。 

一 部 改 正 〔 平 成 一 〇 年 規 則 三 七 号 ・ 一 三 年 六 一 号 ・ 一 四 年 四 九 号 ・

一 七 年 八 二 号 ・ 一 八 年 五 五 号 ・ 二 二 年 五 四 号 ・ 二 四 年 四 〇 号 〕 

一 部 改 正 〔 平 成 一 〇 年 規 則 三 七 号 ・ 一 三 年 六 一 号 ・ 一 四 年 四 九 号 ・

一 七 年 八 二 号 ・ 一 八 年 五 五 号 ・ 二 二 年 五 四 号 ・ 二 四 年 四 〇 号 〕 

（ 徴 収 金 等 の 徴 収 ） （ 徴 収 金 等 の 徴 収 ） 

第 二 十 七 条 知 事 は 、 療 育 の 給 付 に 関 す る 徴 収 金 又 は 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴

収 金 を 徴 収 し よ う と す る と き は 、 各 月 分 の 療 育 の 給 付 に 関 す る 徴 収 金 又 は 入

所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 額 を 翌 月 の 十 五 日 ま で に 、 納 入 通 知 書 に よ り 納

入 義 務 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

第 二 十 七 条 知 事 は 、 療 育 の 給 付 に 関 す る 徴 収 金 又 は 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴

収 金 を 徴 収 し よ う と す る と き は 、 各 月 分 の 療 育 の 給 付 に 関 す る 徴 収 金 又 は 入

所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 額 を 翌 月 の 十 五 日 ま で に 、 納 入 通 知 書 に よ り 納

入 義 務 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

一 部 改 正 〔 平 成 一 〇 年 規 則 三 七 号 ・ 一 四 年 四 九 号 ・ 一 七 年 八 二 号 ・

二 〇 年 二 号 ・ 三 〇 年 四 九 号 〕 

一 部 改 正 〔 平 成 一 〇 年 規 則 三 七 号 ・ 一 四 年 四 九 号 ・ 一 七 年 八 二 号 ・

二 〇 年 二 号 ・ 三 〇 年 四 九 号 〕 

（ 徴 収 金 の 額 の 変 更 ） （ 徴 収 金 の 額 の 変 更 ） 

第 二 十 八 条 知 事 は 、 災 害 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 納 入 義 務 者 が 徴 収 金

を 納 入 す る こ と が 困 難 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 徴 収 金 の 額 を 変 更 す

る こ と が で き る 。 

第 二 十 八 条 知 事 は 、 災 害 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 納 入 義 務 者 が 徴 収 金

を 納 入 す る こ と が 困 難 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 徴 収 金 の 額 を 変 更 す

る こ と が で き る 。 

附 則 附 則 

（ 施 行 規 則 ） （ 施 行 規 則 ） 

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 １ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） （ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 児 童 福 祉 法 施 行 細 則 （ 昭 和 六 十 二 年 千 葉 県 規 則 第

五 十 四 号 ） 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 児 童 福 祉 法 施 行 細 則 （ 昭 和 二 十

三 年 千 葉 県 規 則 第 二 十 七 号 ） の そ れ ぞ れ の 規 定 に よ り な さ れ た 決 定 、 届 出 そ

の 他 の 行 為 は 、 こ の 規 則 中 こ れ に 相 当 す る 決 定 が あ る 場 合 に は 、 こ の 規 則 の

相 当 規 定 に よ り な さ れ た も の と み な す 。 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 児 童 福 祉 法 施 行 細 則 （ 昭 和 六 十 二 年 千 葉 県 規 則 第

五 十 四 号 ） 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 児 童 福 祉 法 施 行 細 則 （ 昭 和 二 十

三 年 千 葉 県 規 則 第 二 十 七 号 ） の そ れ ぞ れ の 規 定 に よ り な さ れ た 決 定 、 届 出 そ

の 他 の 行 為 は 、 こ の 規 則 中 こ れ に 相 当 す る 決 定 が あ る 場 合 に は 、 こ の 規 則 の

相 当 規 定 に よ り な さ れ た も の と み な す 。 
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３ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 法 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ り 携 帯 す る も の と し て 交

付 さ れ た 証 票 は 、 第 十 六 条 の 規 定 に よ り 交 付 し た も の と み な す 。 

３ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 法 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ り 携 帯 す る も の と し て 交

付 さ れ た 証 票 は 、 第 十 六 条 の 規 定 に よ り 交 付 し た も の と み な す 。 
（ 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 の 特 例 ） （ 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 の 特 例 ） 

４ 入 所 者 の 扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す る 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 は 、

当 分 の 間 、 第 二 十 一 条 第 五 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 入 所 等 の 措 置 に 関 す

る 徴 収 金 の 月 額 （ 別 表 第 二 に 規 定 す る 階 層 区 分 の う ち Ｄ 14 階 層 の 階 層 区 分 に

該 当 す る 世 帯 に 係 る 徴 収 金 の 月 額 を 除 く 。 ） に 二 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 と す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 額 に 百 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切

り 捨 て る も の と す る 。 

４ 入 所 者 の 扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す る 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 は 、

当 分 の 間 、 第 二 十 一 条 第 五 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 入 所 等 の 措 置 に 関 す

る 徴 収 金 の 月 額 （ 別 表 第 二 に 規 定 す る 階 層 区 分 の う ち Ｄ 14 階 層 の 階 層 区 分 に

該 当 す る 世 帯 に 係 る 徴 収 金 の 月 額 を 除 く 。 ） に 二 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 と す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 額 に 百 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切

り 捨 て る も の と す る 。 

一 部 改 正 〔 昭 和 六 三 年 規 則 五 二 号 ・ 平 成 二 〇 年 六 八 号 〕 一 部 改 正 〔 昭 和 六 三 年 規 則 五 二 号 ・ 平 成 二 〇 年 六 八 号 〕 

５ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 表 第 二 に 掲 げ る 各 月 初 日 の 措 置 児 童 の 属 す る

世 帯 の 階 層 区 分 が Ｂ 階 層 で あ る 世 帯 に 属 す る 入 所 者 の 扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す

る 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 は 、 当 分 の 間 、 〇 円 と す る 。 

５ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 表 第 二 に 掲 げ る 各 月 初 日 の 措 置 児 童 の 属 す る

世 帯 の 階 層 区 分 が Ｂ 階 層 で あ る 世 帯 に 属 す る 入 所 者 の 扶 養 義 務 者 か ら 徴 収 す

る 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 は 、 当 分 の 間 、 〇 円 と す る 。 

追 加 〔 昭 和 六 三 年 規 則 五 二 号 〕 追 加 〔 昭 和 六 三 年 規 則 五 二 号 〕 

６ 入 所 者 か ら 徴 収 す る 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 は 、 当 分 の 間 、 第

二 十 一 条 第 五 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 徴 収 金 の 月

額 が 重 症 心 身 障 害 児 施 設 に あ つ て は 九 万 円 を 超 え る と き は 九 万 円 と 、 重 症 心

身 障 害 児 施 設 以 外 の 施 設 に あ つ て は 五 万 円 を 超 え る と き は 五 万 円 と す る 。 

６ 入 所 者 か ら 徴 収 す る 入 所 等 の 措 置 に 関 す る 徴 収 金 の 月 額 は 、 当 分 の 間 、 第

二 十 一 条 第 五 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 徴 収 金 の 月

額 が 重 症 心 身 障 害 児 施 設 に あ つ て は 九 万 円 を 超 え る と き は 九 万 円 と 、 重 症 心

身 障 害 児 施 設 以 外 の 施 設 に あ つ て は 五 万 円 を 超 え る と き は 五 万 円 と す る 。 

一 部 改 正 〔 昭 和 六 三 年 規 則 五 二 号 ・ 平 成 七 年 七 〇 号 ・ 八 年 四 四 号 ・

二 〇 年 六 八 号 〕 

一 部 改 正 〔 昭 和 六 三 年 規 則 五 二 号 ・ 平 成 七 年 七 〇 号 ・ 八 年 四 四 号 ・

二 〇 年 六 八 号 〕 

７ 当 分 の 間 、 第 二 十 一 条 第 九 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 同 項 中 「 前 各 項 」 と

あ る の は 「 前 各 項 、 附 則 第 四 項 及 び 附 則 第 五 項 」 と 、 同 条 第 十 項 の 規 定 の 適

用 に つ い て は 同 項 中 「 第 一 項 か ら 第 八 項 ま で 」 と あ る の は 「 第 一 項 か ら 第 八

項 ま で 並 び に 附 則 第 四 項 及 び 附 則 第 五 項 」 と 、 同 条 第 十 一 項 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 同 項 中 「 前 各 項 」 と あ る の は 「 前 各 項 及 び 附 則 第 四 項 か ら 附 則 第 六

項 ま で 」 と 、 同 条 第 十 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 同 項 中 「 第 一 項 及 び 第 五

項 か ら 第 十 項 ま で 」 と あ る の は 「 第 一 項 、 第 五 項 か ら 第 十 項 ま で 及 び 附 則 第

四 項 か ら 附 則 第 六 項 ま で 」 と す る 。 

７ 当 分 の 間 、 第 二 十 一 条 第 九 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 同 項 中 「 前 各 項 」 と

あ る の は 「 前 各 項 、 附 則 第 四 項 及 び 附 則 第 五 項 」 と 、 同 条 第 十 項 の 規 定 の 適

用 に つ い て は 同 項 中 「 第 一 項 か ら 第 八 項 ま で 」 と あ る の は 「 第 一 項 か ら 第 八

項 ま で 並 び に 附 則 第 四 項 及 び 附 則 第 五 項 」 と 、 同 条 第 十 一 項 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 同 項 中 「 前 各 項 」 と あ る の は 「 前 各 項 及 び 附 則 第 四 項 か ら 附 則 第 六

項 ま で 」 と 、 同 条 第 十 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 同 項 中 「 第 一 項 及 び 第 五

項 か ら 第 十 項 ま で 」 と あ る の は 「 第 一 項 、 第 五 項 か ら 第 十 項 ま で 及 び 附 則 第

四 項 か ら 附 則 第 六 項 ま で 」 と す る 。 

一 部 改 正 〔 昭 和 六 三 年 規 則 五 二 号 ・ 平 成 二 〇 年 二 号 ・ 六 八 号 〕 一 部 改 正 〔 昭 和 六 三 年 規 則 五 二 号 ・ 平 成 二 〇 年 二 号 ・ 六 八 号 〕 

（ 平 成 十 年 度 に お け る 世 帯 調 書 等 及 び そ の 提 出 期 日 の 特 例 ） （ 平 成 十 年 度 に お け る 世 帯 調 書 等 及 び そ の 提 出 期 日 の 特 例 ） 

８ 平 成 十 年 度 に お け る 第 九 条 第 一 項 第 二 号 及 び 第 三 号 、 第 二 十 二 条 第 一 項 、

第 二 項 及 び 第 四 項 、 別 表 第 二 の 備 考 の 三 及 び 五 並 び に 別 表 第 三 の 備 考 の 一 の

規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 九 条 第 一 項 第 二 号 及 び 第 三 号 並 び に 第 二 十 二 条 第

一 項 中 「 六 月 」 と あ る の は 「 七 月 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 六 月 末 日 」 と あ る の

８ 平 成 十 年 度 に お け る 第 九 条 第 一 項 第 二 号 及 び 第 三 号 、 第 二 十 二 条 第 一 項 、

第 二 項 及 び 第 四 項 、 別 表 第 二 の 備 考 の 三 及 び 五 並 び に 別 表 第 三 の 備 考 の 一 の

規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 九 条 第 一 項 第 二 号 及 び 第 三 号 並 び に 第 二 十 二 条 第

一 項 中 「 六 月 」 と あ る の は 「 七 月 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 六 月 末 日 」 と あ る の
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は 「 七 月 末 日 」 と 、 「 七 月 一 日 」 と あ る の は 「 八 月 一 日 」 と 、 「 五 月 末 日 」

と あ る の は 「 六 月 末 日 」 と 、 同 条 第 四 項 中 「 五 月 」 と あ る の は 「 六 月 」 と 、

別 表 第 二 の 備 考 の 三 及 び 五 中 「 六 月 」 と あ る の は 「 七 月 」 と 、 「 五 月 」 と あ

る の は 「 六 月 」 と 、 別 表 第 三 の 備 考 の 一 中 「 六 月 分 」 と あ る の は 「 七 月 分 」

と す る 。 

は 「 七 月 末 日 」 と 、 「 七 月 一 日 」 と あ る の は 「 八 月 一 日 」 と 、 「 五 月 末 日 」

と あ る の は 「 六 月 末 日 」 と 、 同 条 第 四 項 中 「 五 月 」 と あ る の は 「 六 月 」 と 、

別 表 第 二 の 備 考 の 三 及 び 五 中 「 六 月 」 と あ る の は 「 七 月 」 と 、 「 五 月 」 と あ

る の は 「 六 月 」 と 、 別 表 第 三 の 備 考 の 一 中 「 六 月 分 」 と あ る の は 「 七 月 分 」

と す る 。 
全 部 改 正 〔 平 成 一 〇 年 規 則 六 八 号 〕 全 部 改 正 〔 平 成 一 〇 年 規 則 六 八 号 〕 

附 則 （ 昭 和 六 十 三 年 三 月 二 十 二 日 規 則 第 八 号 ） 附 則 （ 昭 和 六 十 三 年 三 月 二 十 二 日 規 則 第 八 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 昭 和 六 十 三 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 二 十 一 号 ） 附 則 （ 昭 和 六 十 三 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 二 十 一 号 ） 

こ の 規 則 は 、 昭 和 六 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 昭 和 六 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 昭 和 六 十 三 年 四 月 三 十 日 規 則 第 四 十 三 号 ） 附 則 （ 昭 和 六 十 三 年 四 月 三 十 日 規 則 第 四 十 三 号 ） 

こ の 規 則 は 、 昭 和 六 十 三 年 五 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 昭 和 六 十 三 年 五 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 昭 和 六 十 三 年 六 月 三 十 日 規 則 第 五 十 二 号 ） 附 則 （ 昭 和 六 十 三 年 六 月 三 十 日 規 則 第 五 十 二 号 ） 

こ の 規 則 は 、 昭 和 六 十 三 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 昭 和 六 十 三 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 三 年 三 月 二 十 九 日 規 則 第 二 十 四 号 ） 附 則 （ 平 成 三 年 三 月 二 十 九 日 規 則 第 二 十 四 号 ） 

こ の 規 則 は 、 平 成 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 平 成 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 四 年 三 月 二 十 六 日 規 則 第 二 十 八 号 ） 附 則 （ 平 成 四 年 三 月 二 十 六 日 規 則 第 二 十 八 号 ） 

こ の 規 則 は 、 平 成 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 平 成 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 五 年 六 月 三 十 日 規 則 第 六 十 三 号 ） 附 則 （ 平 成 五 年 六 月 三 十 日 規 則 第 六 十 三 号 ） 

こ の 規 則 は 、 平 成 五 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 平 成 五 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 六 年 四 月 一 日 規 則 第 二 十 四 号 ） 附 則 （ 平 成 六 年 四 月 一 日 規 則 第 二 十 四 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 七 年 七 月 三 十 一 日 規 則 第 七 十 号 ） 附 則 （ 平 成 七 年 七 月 三 十 一 日 規 則 第 七 十 号 ） 

（ 施 行 期 日 ） （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附 則 第 六 項 及 び 別 表 第 一 Ｂ

階 層 の 項 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 三 項 の 規 定 は 、 平 成 七 年 八 月 一 日 か ら 施 行

す る 。 
１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附 則 第 六 項 及 び 別 表 第 一 Ｂ

階 層 の 項 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 三 項 の 規 定 は 、 平 成 七 年 八 月 一 日 か ら 施 行

す る 。 

（ 適 用 ） （ 適 用 ） 

２ 改 正 後 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 育 成 医 療 等 の 給 付 、 助 産 施 設 等 へ の 入 所 の 措

置 等 に 関 す る 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 の 規 則 」 と い う 。 ） 附 則 第 八 項 の 規 定 は 平

成 七 年 四 月 一 日 か ら 、 改 正 後 の 規 則 別 表 第 二 の 規 定 は 同 年 七 月 一 日 か ら 適 用

す る 。 

２ 改 正 後 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 育 成 医 療 等 の 給 付 、 助 産 施 設 等 へ の 入 所 の 措

置 等 に 関 す る 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 の 規 則 」 と い う 。 ） 附 則 第 八 項 の 規 定 は 平

成 七 年 四 月 一 日 か ら 、 改 正 後 の 規 則 別 表 第 二 の 規 定 は 同 年 七 月 一 日 か ら 適 用

す る 。 

（ 経 過 措 置 ） （ 経 過 措 置 ） 

３ 改 正 後 の 規 則 附 則 第 六 項 及 び 別 表 第 一 Ｂ 階 層 の 項 の 規 定 は 、 平 成 七 年 八 月 ３ 改 正 後 の 規 則 附 則 第 六 項 及 び 別 表 第 一 Ｂ 階 層 の 項 の 規 定 は 、 平 成 七 年 八 月



19/37  

一 日 以 後 に 行 わ れ る 入 所 等 の 措 置 又 は 育 成 医 療 の 給 付 、 補 装 具 の 交 付 等 若 し

く は 療 育 の 給 付 の 申 請 に 係 る 徴 収 金 の 決 定 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 行 わ れ

る 入 所 等 の 措 置 又 は 育 成 医 療 の 給 付 、 補 装 具 の 交 付 等 若 し く は 療 育 の 給 付 の

申 請 に 係 る 徴 収 金 の 決 定 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

一 日 以 後 に 行 わ れ る 入 所 等 の 措 置 又 は 育 成 医 療 の 給 付 、 補 装 具 の 交 付 等 若 し

く は 療 育 の 給 付 の 申 請 に 係 る 徴 収 金 の 決 定 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 行 わ れ

る 入 所 等 の 措 置 又 は 育 成 医 療 の 給 付 、 補 装 具 の 交 付 等 若 し く は 療 育 の 給 付 の

申 請 に 係 る 徴 収 金 の 決 定 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

４ 改 正 後 の 規 則 別 表 第 二 の 規 定 は 、 平 成 七 年 七 月 一 日 以 後 に 行 わ れ る 入 所 の

措 置 に 係 る 徴 収 金 の 決 定 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 行 わ れ る 入 所 の 措 置 に 係

る 徴 収 金 の 決 定 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

４ 改 正 後 の 規 則 別 表 第 二 の 規 定 は 、 平 成 七 年 七 月 一 日 以 後 に 行 わ れ る 入 所 の

措 置 に 係 る 徴 収 金 の 決 定 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 行 わ れ る 入 所 の 措 置 に 係

る 徴 収 金 の 決 定 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

５ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 平 成 七 年 七 月 一 日 か ら 同 月 三 十 一 日 ま で の 間 に

行 わ れ る 入 所 の 措 置 に 係 る 徴 収 金 の 月 額 は 、 改 正 後 の 規 則 別 表 第 二 の 規 定 に

よ り 決 定 さ れ る 徴 収 金 の 月 額 が 改 正 前 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 育 成 医 療 等 の 給

付 、 助 産 施 設 等 へ の 入 所 の 措 置 等 に 関 す る 規 則 （ 以 下 「 改 正 前 の 規 則 」 と い

う 。 ） 別 表 第 二 の 規 定 に よ り 決 定 さ れ る 徴 収 金 の 月 額 を 超 え る 場 合 は 、 当 該

徴 収 金 の 月 額 と す る 。 

５ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 平 成 七 年 七 月 一 日 か ら 同 月 三 十 一 日 ま で の 間 に

行 わ れ る 入 所 の 措 置 に 係 る 徴 収 金 の 月 額 は 、 改 正 後 の 規 則 別 表 第 二 の 規 定 に

よ り 決 定 さ れ る 徴 収 金 の 月 額 が 改 正 前 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 育 成 医 療 等 の 給

付 、 助 産 施 設 等 へ の 入 所 の 措 置 等 に 関 す る 規 則 （ 以 下 「 改 正 前 の 規 則 」 と い

う 。 ） 別 表 第 二 の 規 定 に よ り 決 定 さ れ る 徴 収 金 の 月 額 を 超 え る 場 合 は 、 当 該

徴 収 金 の 月 額 と す る 。 

６ 改 正 前 の 規 則 に 基 づ き 作 成 し た 用 紙 は 、 こ の 規 則 の 施 行 後 に お い て も 、 当

分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。 

６ 改 正 前 の 規 則 に 基 づ き 作 成 し た 用 紙 は 、 こ の 規 則 の 施 行 後 に お い て も 、 当

分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。 

附 則 （ 平 成 八 年 六 月 二 十 八 日 規 則 第 四 十 四 号 ） 附 則 （ 平 成 八 年 六 月 二 十 八 日 規 則 第 四 十 四 号 ） 

こ の 規 則 は 、 平 成 八 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 平 成 八 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 十 年 四 月 一 日 規 則 第 三 十 七 号 ） 附 則 （ 平 成 十 年 四 月 一 日 規 則 第 三 十 七 号 ） 

（ 施 行 期 日 ） （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 １ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） （ 経 過 措 置 ） 

２ 改 正 前 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 育 成 医 療 等 の 給 付 、 助 産 施 設 等 へ の 入 所 の 措

置 等 に 関 す る 規 則 に 基 づ き 作 成 し た 用 紙 は 、 こ の 規 則 の 施 行 後 に お い て も 、

当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。 

２ 改 正 前 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 育 成 医 療 等 の 給 付 、 助 産 施 設 等 へ の 入 所 の 措

置 等 に 関 す る 規 則 に 基 づ き 作 成 し た 用 紙 は 、 こ の 規 則 の 施 行 後 に お い て も 、

当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。 

附 則 （ 平 成 十 年 六 月 三 十 日 規 則 第 六 十 八 号 ） 附 則 （ 平 成 十 年 六 月 三 十 日 規 則 第 六 十 八 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 十 一 年 三 月 三 十 日 規 則 第 二 十 五 号 ） 附 則 （ 平 成 十 一 年 三 月 三 十 日 規 則 第 二 十 五 号 ） 

こ の 規 則 は 、 平 成 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 平 成 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 十 一 年 十 二 月 二 十 八 日 規 則 第 八 十 九 号 ） 附 則 （ 平 成 十 一 年 十 二 月 二 十 八 日 規 則 第 八 十 九 号 ） 

（ 施 行 期 日 ） （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 規 則 は 、 平 成 十 二 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 １ こ の 規 則 は 、 平 成 十 二 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） （ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 規 則 の 施 行 前 に 、 改 正 前 の そ れ ぞ れ の 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 用 紙

は 、 こ の 規 則 の 施 行 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ

２ こ の 規 則 の 施 行 前 に 、 改 正 前 の そ れ ぞ れ の 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 用 紙

は 、 こ の 規 則 の 施 行 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ
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と が で き る 。 と が で き る 。 

附 則 （ 平 成 十 二 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 百 九 号 ） 附 則 （ 平 成 十 二 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 百 九 号 ） 
（ 施 行 期 日 ） （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 規 則 は 、 平 成 十 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 １ こ の 規 則 は 、 平 成 十 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） （ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に 改 正 前 の 児 童 福 祉 法

に 基 づ く 育 成 医 療 等 の 給 付 、 助 産 施 設 等 へ の 入 所 の 措 置 等 に 関 す る 規 則 第 二

十 三 条 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 補 装 具 の 交 付 等 に 係 る 自 己 負 担 金 の 月 額 の 変

更 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に 改 正 前 の 児 童 福 祉 法

に 基 づ く 育 成 医 療 等 の 給 付 、 助 産 施 設 等 へ の 入 所 の 措 置 等 に 関 す る 規 則 第 二

十 三 条 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 補 装 具 の 交 付 等 に 係 る 自 己 負 担 金 の 月 額 の 変

更 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

附 則 （ 平 成 十 三 年 一 月 五 日 規 則 第 三 号 抄 ） 附 則 （ 平 成 十 三 年 一 月 五 日 規 則 第 三 号 抄 ） 

（ 施 行 期 日 ） （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 規 則 は 、 平 成 十 三 年 一 月 六 日 か ら 施 行 す る 。 １ こ の 規 則 は 、 平 成 十 三 年 一 月 六 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 十 三 年 三 月 三 十 日 規 則 第 六 十 一 号 ） 附 則 （ 平 成 十 三 年 三 月 三 十 日 規 則 第 六 十 一 号 ） 

こ の 規 則 は 、 平 成 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 平 成 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 十 四 年 四 月 一 日 規 則 第 四 十 九 号 ） 附 則 （ 平 成 十 四 年 四 月 一 日 規 則 第 四 十 九 号 ） 

（ 施 行 期 日 ） （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 １ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） （ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 改 正 前 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 育 成 医 療 等 の 給 付 、

助 産 施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 用 紙 は 、

こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る

こ と が で き る 。 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 改 正 前 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 育 成 医 療 等 の 給 付 、

助 産 施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 用 紙 は 、

こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る

こ と が で き る 。 

附 則 （ 平 成 十 五 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 五 十 二 号 ） 附 則 （ 平 成 十 五 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 五 十 二 号 ） 

（ 施 行 期 日 ） （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 規 則 は 、 平 成 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 １ こ の 規 則 は 、 平 成 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） （ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 改 正 前 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 育 成 医 療 等 の 給 付 、

助 産 施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 用 紙 は 、

こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る

こ と が で き る 。 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 改 正 前 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 育 成 医 療 等 の 給 付 、

助 産 施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 用 紙 は 、

こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る

こ と が で き る 。 

附 則 （ 平 成 十 六 年 四 月 一 日 規 則 第 七 十 四 号 ） 附 則 （ 平 成 十 六 年 四 月 一 日 規 則 第 七 十 四 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 十 七 年 二 月 八 日 規 則 第 七 号 ） 附 則 （ 平 成 十 七 年 二 月 八 日 規 則 第 七 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 
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附 則 （ 平 成 十 七 年 四 月 一 日 規 則 第 八 十 二 号 ） 附 則 （ 平 成 十 七 年 四 月 一 日 規 則 第 八 十 二 号 ） 
こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 十 八 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 五 十 五 号 ） 附 則 （ 平 成 十 八 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 五 十 五 号 ） 

こ の 規 則 は 、 平 成 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 平 成 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 
附 則 （ 平 成 十 九 年 三 月 三 十 日 規 則 第 三 十 号 ） 附 則 （ 平 成 十 九 年 三 月 三 十 日 規 則 第 三 十 号 ） 

こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 九 条 第 三 項 第 三

号 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 九 条 第 三 項 第 三

号 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 二 十 年 二 月 一 日 規 則 第 二 号 ） 附 則 （ 平 成 二 十 年 二 月 一 日 規 則 第 二 号 ） 

（ 施 行 期 日 等 ） （ 施 行 期 日 等 ） 

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 療 育 の 給

付 、 助 産 施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 第 二 十 一 条 第 九 項 の 規 定 は 、

平 成 十 八 年 十 月 一 日 か ら 適 用 す る 。 

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 療 育 の 給

付 、 助 産 施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 第 二 十 一 条 第 九 項 の 規 定 は 、

平 成 十 八 年 十 月 一 日 か ら 適 用 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） （ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 、 改 正 前 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 療 育 の 給 付 、 助 産

施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 用 紙 は 、 こ の

規 則 の 施 行 の 日 以 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と

が で き る 。 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 、 改 正 前 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 療 育 の 給 付 、 助 産

施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 用 紙 は 、 こ の

規 則 の 施 行 の 日 以 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と

が で き る 。 

附 則 （ 平 成 二 十 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 三 十 四 号 ） 附 則 （ 平 成 二 十 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 三 十 四 号 ） 

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 二 十 年 八 月 二 十 九 日 規 則 第 六 十 八 号 ） 附 則 （ 平 成 二 十 年 八 月 二 十 九 日 規 則 第 六 十 八 号 ） 

（ 施 行 期 日 ） （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 規 則 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行

す る 。 

１ こ の 規 則 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行

す る 。 

一 第 二 十 一 条 第 二 項 の 改 正 規 定 並 び に 別 表 第 一 Ｄ 階 層 の 項 世 帯 の 階 層 区 分

の 欄 の 改 正 規 定 、 同 表 の 備 考 の 改 正 規 定 、 別 表 第 二 Ｄ 階 層 の 項 の 改 正 規 定

及 び 同 表 の 備 考 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 三 項 の 規 定 平 成 二 十 年 九 月 一 日 

一 第 二 十 一 条 第 二 項 の 改 正 規 定 並 び に 別 表 第 一 Ｄ 階 層 の 項 世 帯 の 階 層 区 分

の 欄 の 改 正 規 定 、 同 表 の 備 考 の 改 正 規 定 、 別 表 第 二 Ｄ 階 層 の 項 の 改 正 規 定

及 び 同 表 の 備 考 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 三 項 の 規 定 平 成 二 十 年 九 月 一 日 

二 前 号 に 掲 げ る 規 定 以 外 の 規 定 公 布 の 日 二 前 号 に 掲 げ る 規 定 以 外 の 規 定 公 布 の 日 

（ 適 用 ） （ 適 用 ） 

２ こ の 規 則 （ 第 七 条 第 一 項 の 改 正 規 定 （ 「 、 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 等

の 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 十 号 ） に よ る 廃 止 前 の 経 済 社 会 の 変 化 等 に 対 応 し

て 早 急 に 講 ず べ き 所 得 税 及 び 法 人 税 の 負 担 軽 減 措 置 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一

年 法 律 第 八 号 ） 」 を 削 る 部 分 を 除 く 。 ） 、 第 九 条 第 三 項 の 改 正 規 定 、 第 二 十

一 条 の 改 正 規 定 （ 同 条 第 二 項 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 及 び 第 二 十 二 条 の 改 正 規

定 、 附 則 の 改 正 規 定 並 び に 別 表 第 一 Ａ 階 層 の 項 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄 の 改 正 規

２ こ の 規 則 （ 第 七 条 第 一 項 の 改 正 規 定 （ 「 、 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 等

の 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 十 号 ） に よ る 廃 止 前 の 経 済 社 会 の 変 化 等 に 対 応 し

て 早 急 に 講 ず べ き 所 得 税 及 び 法 人 税 の 負 担 軽 減 措 置 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一

年 法 律 第 八 号 ） 」 を 削 る 部 分 を 除 く 。 ） 、 第 九 条 第 三 項 の 改 正 規 定 、 第 二 十

一 条 の 改 正 規 定 （ 同 条 第 二 項 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 及 び 第 二 十 二 条 の 改 正 規

定 、 附 則 の 改 正 規 定 並 び に 別 表 第 一 Ａ 階 層 の 項 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄 の 改 正 規
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定 、 別 表 第 二 中 「 第 四 項 」 を 「 第 五 項 」 に 改 め る 改 正 規 定 、 同 表 第 二 Ａ 階 層

の 項 の 改 正 規 定 、 別 表 第 三 中 「 第 二 十 一 条 第 四 項 」 を 「 第 二 十 一 条 第 五 項 」

に 改 め る 改 正 規 定 及 び 同 表 第 三 １ の 項 対 象 収 入 等 に よ る 階 層 区 分 の 改 正 規 定

に 限 る 。 ） に よ る 改 正 後 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 療 育 の 給 付 、 助 産 施 設 に お け

る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 の 規 定 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。 

定 、 別 表 第 二 中 「 第 四 項 」 を 「 第 五 項 」 に 改 め る 改 正 規 定 、 同 表 第 二 Ａ 階 層

の 項 の 改 正 規 定 、 別 表 第 三 中 「 第 二 十 一 条 第 四 項 」 を 「 第 二 十 一 条 第 五 項 」

に 改 め る 改 正 規 定 及 び 同 表 第 三 １ の 項 対 象 収 入 等 に よ る 階 層 区 分 の 改 正 規 定

に 限 る 。 ） に よ る 改 正 後 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 療 育 の 給 付 、 助 産 施 設 に お け

る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 の 規 定 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。 

３ こ の 規 則 （ 別 表 第 一 Ｄ 階 層 の 項 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄 の 改 正 規 定 （ 「 二 、 二

六 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 、 三 〇 二 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 二 六 〇 、 〇 〇 一 円 」

を 「 二 、 三 〇 二 、 九 〇 一 円 」 に 、 「 三 、 〇 〇 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 、 一 一 七 、

〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 〇 〇 〇 、 〇 〇 一 円 」 を 「 三 、 一 一 七 、 〇 〇 一 円 」 に 、

「 三 、 九 六 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 四 、 一 七 三 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 九 六 〇 、

〇 〇 一 円 」 を 「 四 、 一 七 三 、 〇 〇 一 円 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 別 表 第

二 Ｄ 階 層 の 項 の 改 正 規 定 （ 「 二 、 二 六 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 、 三 〇 三 、 〇 〇

〇 円 」 に 、 「 二 、 二 六 〇 、 〇 〇 一 円 」 を 「 二 、 三 〇 三 、 〇 〇 一 円 」 に 、 「 三 、

〇 〇 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 、 一 一 七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 〇 〇 〇 、 〇 〇 一

円 」 を 「 三 、 一 一 七 、 〇 〇 一 円 」 に 、 「 三 、 九 六 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 四 、 一

七 三 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 九 六 〇 、 〇 〇 一 円 」 を 「 四 、 一 七 三 、 〇 〇 一 円 」

に 、 「 五 、 〇 三 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 五 、 三 三 四 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 五 、 〇 三

〇 、 〇 〇 一 円 」 を 「 五 、 三 三 四 、 〇 〇 一 円 」 に 、 「 六 、 二 七 〇 、 〇 〇 〇 円 」

を 「 六 、 六 七 四 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 六 、 二 七 〇 、 〇 〇 一 円 」 を 「 六 、 六 七 四 、

〇 〇 一 円 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） に よ る 改 正 後 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 療 育

の 給 付 、 助 産 施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 の 規 定 は 、 平 成 二 十 年

七 月 一 日 か ら 適 用 す る 。 

３ こ の 規 則 （ 別 表 第 一 Ｄ 階 層 の 項 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄 の 改 正 規 定 （ 「 二 、 二

六 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 、 三 〇 二 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 二 六 〇 、 〇 〇 一 円 」

を 「 二 、 三 〇 二 、 九 〇 一 円 」 に 、 「 三 、 〇 〇 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 、 一 一 七 、

〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 〇 〇 〇 、 〇 〇 一 円 」 を 「 三 、 一 一 七 、 〇 〇 一 円 」 に 、

「 三 、 九 六 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 四 、 一 七 三 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 九 六 〇 、

〇 〇 一 円 」 を 「 四 、 一 七 三 、 〇 〇 一 円 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 別 表 第

二 Ｄ 階 層 の 項 の 改 正 規 定 （ 「 二 、 二 六 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 、 三 〇 三 、 〇 〇

〇 円 」 に 、 「 二 、 二 六 〇 、 〇 〇 一 円 」 を 「 二 、 三 〇 三 、 〇 〇 一 円 」 に 、 「 三 、

〇 〇 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 、 一 一 七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 〇 〇 〇 、 〇 〇 一

円 」 を 「 三 、 一 一 七 、 〇 〇 一 円 」 に 、 「 三 、 九 六 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 四 、 一

七 三 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 九 六 〇 、 〇 〇 一 円 」 を 「 四 、 一 七 三 、 〇 〇 一 円 」

に 、 「 五 、 〇 三 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 五 、 三 三 四 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 五 、 〇 三

〇 、 〇 〇 一 円 」 を 「 五 、 三 三 四 、 〇 〇 一 円 」 に 、 「 六 、 二 七 〇 、 〇 〇 〇 円 」

を 「 六 、 六 七 四 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 六 、 二 七 〇 、 〇 〇 一 円 」 を 「 六 、 六 七 四 、

〇 〇 一 円 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） に よ る 改 正 後 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 療 育

の 給 付 、 助 産 施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 の 規 定 は 、 平 成 二 十 年

七 月 一 日 か ら 適 用 す る 。 

附 則 （ 平 成 二 十 一 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 二 十 九 号 ） 附 則 （ 平 成 二 十 一 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 二 十 九 号 ） 

（ 施 行 期 日 ） （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 十 二 条 第 二 項 、 第 十 三 条

及 び 第 十 八 条 の 改 正 規 定 、 第 二 十 一 条 第 十 項 の 改 正 規 定 （ 「 里 親 」 を 「 小 規

模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 を 行 う 者 若 し く は 里 親 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） 並 び

に 別 記 第 十 六 号 様 式 （ そ の ２ ） 及 び 第 四 十 七 号 様 式 の 改 正 規 定 は 、 平 成 二 十

一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 十 二 条 第 二 項 、 第 十 三 条

及 び 第 十 八 条 の 改 正 規 定 、 第 二 十 一 条 第 十 項 の 改 正 規 定 （ 「 里 親 」 を 「 小 規

模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 を 行 う 者 若 し く は 里 親 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） 並 び

に 別 記 第 十 六 号 様 式 （ そ の ２ ） 及 び 第 四 十 七 号 様 式 の 改 正 規 定 は 、 平 成 二 十

一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 適 用 ） （ 適 用 ） 

２ こ の 規 則 （ 第 二 十 一 条 第 十 項 の 改 正 規 定 （ 「 障 害 児 施 設 給 付 費 」 の 下 に 「 又

は 障 害 者 自 立 支 援 法 第 六 条 に 規 定 す る 介 護 給 付 費 若 し く は 特 例 介 護 給 付 費

（ 同 法 第 五 条 第 七 項 に 規 定 す る 児 童 デ イ サ ー ビ ス に 係 る も の に 限 る 。 ） 」 を

加 え る 部 分 に 限 る 。 ） に よ る 改 正 後 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 療 育 の 給 付 、 助 産

２ こ の 規 則 （ 第 二 十 一 条 第 十 項 の 改 正 規 定 （ 「 障 害 児 施 設 給 付 費 」 の 下 に 「 又

は 障 害 者 自 立 支 援 法 第 六 条 に 規 定 す る 介 護 給 付 費 若 し く は 特 例 介 護 給 付 費

（ 同 法 第 五 条 第 七 項 に 規 定 す る 児 童 デ イ サ ー ビ ス に 係 る も の に 限 る 。 ） 」 を

加 え る 部 分 に 限 る 。 ） に よ る 改 正 後 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 療 育 の 給 付 、 助 産
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施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 の 規 定 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら

適 用 す る 。 

施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 の 規 定 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら

適 用 す る 。 

附 則 （ 平 成 二 十 二 年 十 月 二 十 六 日 規 則 第 五 十 四 号 ） 附 則 （ 平 成 二 十 二 年 十 月 二 十 六 日 規 則 第 五 十 四 号 ） 

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 二 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 七 条 第 一 項

第 五 号 、 第 九 条 第 三 項 第 五 号 、 第 二 十 一 条 第 四 項 及 び 第 二 十 二 条 第 三 項 第 五 号

の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 二 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 七 条 第 一 項

第 五 号 、 第 九 条 第 三 項 第 五 号 、 第 二 十 一 条 第 四 項 及 び 第 二 十 二 条 第 三 項 第 五 号

の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日 規 則 第 四 十 号 ） 附 則 （ 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日 規 則 第 四 十 号 ） 

（ 施 行 期 日 ） （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 １ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） （ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 行 わ れ る 改 正 前 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 療 育 の 給

付 、 助 産 施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 （ 以 下 「 改 正 前 の 規 則 」 と

い う 。 ） の 規 定 に よ る 入 所 等 の 措 置 に 係 る 徴 収 金 の 決 定 に つ い て は 、 改 正 後

の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 療 育 の 給 付 、 助 産 施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る

規 則 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 行 わ れ る 改 正 前 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 療 育 の 給

付 、 助 産 施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 （ 以 下 「 改 正 前 の 規 則 」 と

い う 。 ） の 規 定 に よ る 入 所 等 の 措 置 に 係 る 徴 収 金 の 決 定 に つ い て は 、 改 正 後

の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 療 育 の 給 付 、 助 産 施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る

規 則 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

３ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 、 改 正 前 の 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 用 紙 は 、 こ

の 規 則 の 施 行 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で

き る 。 

３ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 、 改 正 前 の 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 用 紙 は 、 こ

の 規 則 の 施 行 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で

き る 。 

附 則 （ 平 成 二 十 四 年 七 月 十 三 日 規 則 第 五 十 七 号 ） 附 則 （ 平 成 二 十 四 年 七 月 十 三 日 規 則 第 五 十 七 号 ） 

（ 施 行 期 日 ） （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 １ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 適 用 ） （ 適 用 ） 

２ こ の 規 則 （ 第 七 条 第 一 項 及 び 第 二 十 二 条 第 三 項 の 改 正 規 定 並 び に 別 表 第 一

の 備 考 の 改 正 規 定 （ 「 所 得 税 法 」 を 「 改 正 法 第 一 条 の 規 定 に よ る 所 得 税 法 第

二 条 第 一 項 及 び 第 八 十 四 条 の 規 定 の 改 正 が 行 わ れ な か つ た も の と し て 計 算 す

る も の と し 、 同 法 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） に 限 る 。 ） に よ る 改 正 後 の 児 童

福 祉 法 に 基 づ く 療 育 の 給 付 、 助 産 施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 の

規 定 は 、 平 成 二 十 四 年 一 月 一 日 か ら 適 用 す る 。 
２ こ の 規 則 （ 第 七 条 第 一 項 及 び 第 二 十 二 条 第 三 項 の 改 正 規 定 並 び に 別 表 第 一

の 備 考 の 改 正 規 定 （ 「 所 得 税 法 」 を 「 改 正 法 第 一 条 の 規 定 に よ る 所 得 税 法 第

二 条 第 一 項 及 び 第 八 十 四 条 の 規 定 の 改 正 が 行 わ れ な か つ た も の と し て 計 算 す

る も の と し 、 同 法 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） に 限 る 。 ） に よ る 改 正 後 の 児 童

福 祉 法 に 基 づ く 療 育 の 給 付 、 助 産 施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 の

規 定 は 、 平 成 二 十 四 年 一 月 一 日 か ら 適 用 す る 。 

３ こ の 規 則 （ 第 二 十 一 条 第 九 項 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） に よ る 改 正 後 の 児 童 福

祉 法 に 基 づ く 療 育 の 給 付 、 助 産 施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 の 規

定 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。 

３ こ の 規 則 （ 第 二 十 一 条 第 九 項 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） に よ る 改 正 後 の 児 童 福

祉 法 に 基 づ く 療 育 の 給 付 、 助 産 施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 の 規

定 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。 

附 則 （ 平 成 二 十 五 年 三 月 一 日 規 則 第 十 六 号 ） 附 則 （ 平 成 二 十 五 年 三 月 一 日 規 則 第 十 六 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 十 一 条 第 六 項 第 三 号 の 改

正 規 定 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 十 一 条 第 六 項 第 三 号 の 改

正 規 定 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 
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附 則 （ 平 成 二 十 六 年 九 月 三 十 日 規 則 第 五 十 二 号 ） 附 則 （ 平 成 二 十 六 年 九 月 三 十 日 規 則 第 五 十 二 号 ） 
こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 六 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 六 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 二 十 七 年 十 二 月 四 日 規 則 第 六 十 六 号 ） 附 則 （ 平 成 二 十 七 年 十 二 月 四 日 規 則 第 六 十 六 号 ） 

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 
附 則 （ 平 成 二 十 九 年 六 月 六 日 規 則 第 三 十 号 ） 附 則 （ 平 成 二 十 九 年 六 月 六 日 規 則 第 三 十 号 ） 

（ 施 行 期 日 ） （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 １ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） （ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 、 改 正 前 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 療 育 の 給 付 、 助 産

施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 用 紙 は 、 こ の

規 則 の 施 行 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き

る 。 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 、 改 正 前 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 療 育 の 給 付 、 助 産

施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 用 紙 は 、 こ の

規 則 の 施 行 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き

る 。 

附 則 （ 平 成 三 十 年 七 月 二 十 四 日 規 則 第 四 十 九 号 ） 附 則 （ 平 成 三 十 年 七 月 二 十 四 日 規 則 第 四 十 九 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 令 和 元 年 十 一 月 一 日 規 則 第 二 十 五 号 ） 附 則 （ 令 和 元 年 十 一 月 一 日 規 則 第 二 十 五 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 療 育 の 給 付 、

助 産 施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 の 規 定 は 、 令 和 元 年 十 月 一 日 か ら

適 用 す る 。 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 療 育 の 給 付 、

助 産 施 設 に お け る 助 産 の 実 施 等 に 関 す る 規 則 の 規 定 は 、 令 和 元 年 十 月 一 日 か ら

適 用 す る 。 

別 表 第 一 （ 第 二 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 ） 別 表 第 一 （ 第 二 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 ） 

   療 育 の 給 付     療 育 の 給 付  

 世 帯 の 階 層 区 分 徴 収 金 額 加 算 金 額   世 帯 の 階 層 区 分 徴 収 金 額 加 算 金 額  

   （ 月 額 ） （ 月 額 ）     （ 月 額 ） （ 月 額 ）  

 Ａ 階
層 

生 活 保 護 法 に 基 づ く 保 護 を 受 け て い

る 世 帯 （ 単 給 世 帯 を 含 む 。 ） 又 は 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び

に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び

特 定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法

律 に 基 づ く 支 援 給 付 を 受 け て い る 世

帯 

0 円 0 円   Ａ 階
層 

生 活 保 護 法 に 基 づ く 保 護 を 受 け て い

る 世 帯 （ 単 給 世 帯 を 含 む 。 ） 又 は 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び

に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び

特 定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法

律 に 基 づ く 支 援 給 付 を 受 け て い る 世

帯 

〇 円 〇 円  

 Ｂ 階
層 

Ａ 階 層 を 除 き 、 療 育 の 給 付 の 申 請 を し

よ う と す る 日 の 属 す る 年 度 分 の 市 町

村 民 税 の 非 課 税 者 の み の 世 帯 

2,200 円 220 円   Ｂ 階
層 

Ａ 階 層 を 除 き 、 療 育 の 給 付 の 申 請 を し

よ う と す る 日 の 属 す る 年 度 分 の 市 町

村 民 税 の 非 課 税 者 の み の 世 帯 

二 、 二 〇 〇 円 二 二 〇 円  

 Ｃ 階
層 

Ａ 階 層 を 除 き 、 療 育 の 給 付 の 申 請 を し

よ う と す る 日 の 属 す る 年 度 分 の 市 町

4,500 円 450 円   Ｃ 階
層 

Ａ 階 層 及 び Ｄ 階

層 を 除 き 、 療 育

Ｃ
１ 

均 等 割 の 額 の み

の 世 帯 （ 所 得 割

四 、 五 〇 〇 円 四 五 〇 円  
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村 民 税 の 課 税 者 が い る 世 帯 で あ つ て 、

そ の 市 町 村 民 税 の 額 が 均 等 割 の 額 の

み の も の 

の 給 付 の 申 請 を

し よ う と す る 日

の 属 す る 年 度 分

の 市 町 村 民 税 の

課 税 者 が い る 世

帯 

の 額 の な い 世

帯 ） 

   Ｃ
２ 

所 得 割 の 額 が あ

る 世 帯 

五 、 八 〇 〇 円 五 八 〇 円  

 Ｄ 階
層 

Ａ 階 層 及 び Ｃ 階

層 を 除 き 、 療 育

の 給 付 の 申 請 を

し よ う と す る 日

の 属 す る 年 度 分

の 市 町 村 民 税 の

課 税 者 が い る 世

帯 で あ つ て 、 そ

の 市 町 村 民 税 の

所 得 割 の 額 の 区

分 が 次 の 区 分 に

該 当 す る も の 

Ｄ
１ 

3,000 円 以 下 5,800 円 580 円   Ｄ 階
層 

Ａ 階 層 及 び Ｂ 階

層 を 除 き 、 療 育

の 給 付 の 申 請 を

し よ う と す る 日

の 属 す る 年 の 前

年 分 の 所 得 税 の

課 税 者 が い る 世

帯 で あ つ て 、 そ

の 所 得 税 の 年 額

の 区 分 が 次 の 区

分 に 該 当 す る も

の 

Ｄ
１ 

二 、 四 〇 〇 円 以
下 

六 、 九 〇 〇 円 六 九 〇 円  

   Ｄ
２ 

3,001 円 か ら 

5,800 円 ま で 

6,900 円 690 円     Ｄ
２ 

二 、 四 〇 一 円 か
ら 

四 、 八 〇 〇 円 ま
で 

七 、 六 〇 〇 円 七 六 〇 円  

   Ｄ
３ 

5,801 円 か ら 

8,700 円 ま で 

7,600 円 760 円     Ｄ
３ 

四 、 八 〇 一 円 か
ら 

八 、 四 〇 〇 円 ま
で 

八 、 五 〇 〇 円 八 五 〇 円  

   Ｄ
４ 

8,701 円 か ら 

13,000 円 ま で 

8,500 円 850 円     Ｄ
４ 

八 、 四 〇 一 円 か
ら 

一 二 、 〇 〇 〇 円
ま で 

九 、 四 〇 〇 円 九 四 〇 円  

   Ｄ
５ 

13,001 円 か ら 

17,400 円 ま で 

9,400 円 940 円     Ｄ
５ 

一 二 、 〇 〇 一 円
か ら 

一 六 、 二 〇 〇 円
ま で 

一 一 、 〇 〇 〇
円 

一 、 一 〇 〇 円  

   Ｄ
６ 

17,401 円 か ら 

22,400 円 ま で 

11,000 円 1,100 円     Ｄ
６ 

一 六 、 二 〇 一 円
か ら 

二 一 、 〇 〇 〇 円
ま で 

一 二 、 五 〇 〇
円 

一 、 二 五 〇 円  

   Ｄ
７ 

22,401 円 か ら 

28,200 円 ま で 

12,500 円 1,250 円     Ｄ
７ 

二 一 、 〇 〇 一 円
か ら 

四 六 、 二 〇 〇 円
ま で 

一 六 、 二 〇 〇
円 

一 、 六 二 〇 円  

     Ｄ
８ 

28,201 円 か ら 

58,400 円 ま で 

16,200 円 1,620 円       Ｄ
８ 

四 六 、 二 〇 一 円
か ら 

一 八 、 七 〇 〇
円 

一 、 八 七 〇 円  
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六 〇 、 〇 〇 〇 円
ま で 

     Ｄ
９ 

58,401 円 か ら 

75,000 円 ま で 

18,700 円 1,870 円       Ｄ
９ 

六 〇 、 〇 〇 一 円
か ら 

七 八 、 〇 〇 〇 円
ま で 

二 三 、 一 〇 〇
円 

二 、 三 一 〇 円  

     Ｄ

10 
75,001 円 か ら 

96,600 円 ま で 

23,100 円 2,310 円       Ｄ

10 

七 八 、 〇 〇 一 円
か ら 

一 〇 〇 、 五 〇 〇

円 ま で 

二 七 、 五 〇 〇
円 

二 、 七 五 〇 円  

     Ｄ

11 
96,601 円 か ら 

121,800 円 ま で 

27,500 円 2,750 円       Ｄ

11 

一 〇 〇 、 五 〇 一

円 か ら 

一 九 〇 、 〇 〇 〇

円 ま で 

三 五 、 七 〇 〇
円 

三 、 五 七 〇 円  

     Ｄ

12 
121,801 円 か ら 

175,500 円 ま で 

35,700 円 3,570 円       Ｄ

12 

一 九 〇 、 〇 〇 一

円 か ら 

二 九 九 、 五 〇 〇

円 ま で 

四 四 、 〇 〇 〇
円 

四 、 四 〇 〇 円  

     Ｄ

13 
175,501 円 か ら 

221,100 円 ま で 

44,000 円 4,400 円       Ｄ

13 

二 九 九 、 五 〇 一

円 か ら 

八 三 一 、 九 〇 〇

円 ま で 

五 二 、 三 〇 〇
円 

五 、 二 三 〇 円  

     Ｄ

14 
221,101 円 か ら 

380,800 円 ま で 

52,300 円 5,230 円       Ｄ

14 

八 三 一 、 九 〇 一

円 か ら 

一 、 四 六 七 、 〇

〇 〇 円 ま で 

八 〇 、 七 〇 〇
円 

八 、 〇 七 〇 円  

     Ｄ

15 
380,801 円 か ら 

549,000 円 ま で 

80,700 円 8,070 円       Ｄ

15 

一 、 四 六 七 、 〇

〇 一 円 か ら 

一 、 六 三 二 、 〇

〇 〇 円 ま で 

八 五 、 〇 〇 〇
円 

八 、 五 〇 〇 円  

     Ｄ

16 
549,001 円 か ら 

579,000 円 ま で 

85,000 円 8,500 円       Ｄ

16 

一 、 六 三 二 、 〇

〇 一 円 か ら 

二 、 三 〇 二 、 九

〇 〇 円 ま で 

一 〇 二 、 九 〇
〇 円 

一 〇 、 二 九 〇
円 
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     Ｄ

17 
579,001 円 か ら 

700,900 円 ま で 

102,900 円 10,290 円       Ｄ

17 

二 、 三 〇 二 、 九

〇 一 円 か ら 

三 、 一 一 七 、 〇

〇 〇 円 ま で 

一 二 二 、 五 〇
〇 円 

一 二 、 二 五 〇
円 

 

     Ｄ

18 
700,901 円 か ら 

849,000 円 ま で 

122,500 円 12,250 円       Ｄ

18 

三 、 一 一 七 、 〇

〇 一 円 か ら 

四 、 一 七 三 、 〇

〇 〇 円 ま で 

一 四 三 、 八 〇
〇 円 

一 四 、 三 八 〇
円 

 

     Ｄ
19 

849,001 円 か ら 

1,041,000 円 ま
で 

143,800 円 14,380 円       Ｄ

19 

四 、 一 七 三 、 〇

〇 一 円 以 上 

全 額 全 額 に 十 分 の

一 を 乗 じ て 得

た 額 。 た だ し 、

そ の 額 が 一

七 、 一 二 〇 円

に 満 た な い 場

合 は 、 一 七 、

一 二 〇 円 

 

   Ｄ

20 

1,041,001 円 以
上 

全 額 全 額 に10 分 の

1 を 乗 じ て 得

た 額 。 た だ し 、

そ の 額 が

17,120 円 に 満

た な い 場 合

は 、17,120 円 

         

備 考 備 考 

１ 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄 中 「 均 等 割 の 額 」 と は 地 方 税 法 第 ２ ９ ２ 条 第 １ 項

第 １ 号 に 規 定 す る 均 等 割 の 額 を い い 、 「 所 得 割 の 額 」 と は 同 項 第 ２ 号 に

規 定 す る 所 得 割 （ 当 該 所 得 割 を 計 算 す る 場 合 に お い て は 、 未 熟 児 養 育 医

療 費 等 国 庫 負 担 金 交 付 要 綱 （ 未 熟 児 養 育 医 療 費 等 の 国 庫 負 担 に つ い て （ 平

成 ２ ６ 年 ５ 月 ２ ６ 日 付 け 厚 生 労 働 省 発 雇 児 ０ ５ ２ ６ 第 ３ 号 厚 生 労 働 事 務

次 官 通 知 ） の 別 紙 で 定 め る 交 付 要 綱 を い う 。 ） に 定 め る と こ ろ に よ る も

の と す る 。 ） の 額 を い う 。 

一 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄 中 「 均 等 割 の 額 」 と は 地 方 税 法 第 二 百 九 十 二 条 第

一 項 第 一 号 に 規 定 す る 均 等 割 の 額 を い い 、 「 所 得 割 の 額 」 と は 同 項 第 二

号 に 規 定 す る 所 得 割 （ 当 該 所 得 割 を 計 算 す る 場 合 に お い て は 、 未 熟 児 養

育 医 療 費 等 国 庫 負 担 金 交 付 要 綱 （ 未 熟 児 養 育 医 療 費 等 の 国 庫 負 担 に つ い

て （ 平 成 二 十 六 年 五 月 二 十 六 日 付 け 厚 生 労 働 省 発 雇 児 〇 五 二 六 第 三 号 厚

生 労 働 事 務 次 官 通 知 ） の 別 紙 で 定 め る 交 付 要 綱 を い う 。 次 号 に お い て 同

じ 。 ） に 定 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。 ） の 額 を い う 。 た だ し 、 同 法

第 三 百 二 十 三 条 に 規 定 す る 市 町 村 民 税 の 減 免 が あ つ た 場 合 に は 、 そ の 額

を 所 得 割 の 額 又 は 均 等 割 の 額 か ら 順 次 控 除 し た 額 を 所 得 割 の 額 又 は 均 等

割 の 額 と す る 。 
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（ 削 る 。 ） 二 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄 中 「 所 得 税 の 年 額 」 と は 、 所 得 税 課 税 者 の 課 税 額

（ 当 該 課 税 額 を 計 算 す る 場 合 に お い て は 、 未 熟 児 養 育 医 療 費 等 国 庫 負 担

金 交 付 要 綱 に 定 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。 ） の 合 算 額 を い う 。 
２ 徴 収 金 額 の 欄 及 び 加 算 金 額 の 欄 中 「 全 額 」 と は 、 療 育 の 給 付 を 受 け る

月 に お け る 当 該 療 育 の 給 付 に 要 す る 費 用 に つ い て 県 の 支 弁 す べ き 額 を い

う 。 

三 徴 収 金 額 の 欄 及 び 加 算 金 額 の 欄 中 「 全 額 」 と は 、 療 育 の 給 付 を 受 け る

月 に お け る 当 該 療 育 の 給 付 に 要 す る 費 用 に つ い て 県 の 支 弁 す べ き 額 を い

う 。 

３ 世 帯 調 書 の 内 容 に 変 更 が 生 じ た 場 合 に あ つ て は 、 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄

中 「 療 育 の 給 付 の 申 請 を し よ う と す る 日 の 属 す る 年 度 分 」 と あ る の は 「 世

帯 調 書 の 内 容 に 変 更 が 生 じ た 日 の 属 す る 年 度 分 （ 課 税 額 が 判 明 し な い 期

間 に あ つ て は 、 当 該 日 の 属 す る 年 度 の 前 年 度 分 と す る 。 ） 」 と 読 み 替 え

る も の と す る 。 

四 世 帯 調 書 の 内 容 に 変 更 が 生 じ た 場 合 に あ つ て は 、 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄

中 「 療 育 の 給 付 の 申 請 を し よ う と す る 日 の 属 す る 年 度 分 」 と あ る の は 「 世

帯 調 書 の 内 容 に 変 更 が 生 じ た 日 の 属 す る 年 度 分 （ 課 税 額 が 判 明 し な い 期

間 に あ つ て は 、 当 該 日 の 属 す る 年 度 の 前 年 度 分 と す る 。 ） 」 と 、 「 療 育

の 給 付 の 申 請 を し よ う と す る 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 」 と あ る の は 「 世 帯

調 書 の 内 容 に 変 更 が 生 じ た 日 の 属 す る 年 の 前 年 分 （ 課 税 額 が 判 明 し な い

期 間 に あ つ て は 、 前 々 年 分 と す る 。 ） 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

全 部 改 正 〔 平 成 一 八 年 規 則 五 五 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成 二 〇 年 規 則 二

号 ・ 六 八 号 ・ 二 二 年 五 四 号 ・ 二 四 年 五 七 号 ・ 二 六 年 五 二 号 ・ 三 〇 年

四 九 号 〕 

全 部 改 正 〔 平 成 一 八 年 規 則 五 五 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成 二 〇 年 規 則 二

号 ・ 六 八 号 ・ 二 二 年 五 四 号 ・ 二 四 年 五 七 号 ・ 二 六 年 五 二 号 ・ 三 〇 年

四 九 号 〕 

  

別 表 第 二 （ 第 二 十 一 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で ） 別 表 第 二 （ 第 二 十 一 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で ） 

 （ １ ） 障 害 児 入 所 施 設 及 び 指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 以 外 の 施 設 に 係 る 徴 収 金 額

の 表 

 （ 新 設 ） 

 

各 月 初 日 の 措 置 児 童 の 属 す る 世 帯

の 階 層 区 分 

徴 収 金 額   

各 月 初 日 の 措 置 児 童 の 属 す る 世 帯

の 階 層 区 分 

徴 収 金 額  

 入 所 施 設

（ 障 害 児 入

所 施 設 及 び

指 定 発 達 支

援 医 療 機 関

を 除 く 。 ）

（ 月 額 ） 

通 所 施 設 及

び 児 童 自 立

生 活 援 助 事

業 所 （ 月 額 ） 

乳 児 院 （ 一

月 以 内 の 入

所 に 限 る 。 ）

（ 日 額 ） 

  

入 所 施 設

（ 月 額 ） 

通 所 施 設 及

び 児 童 自 立

生 活 援 助 事

業 所 （ 月 額 ） 

乳 児 院 （ 一

月 以 内 の 入

所 に 限 る 。 ）

（ 日 額 ） 

 

 Ａ 階
層 

生 活 保 護 法 に 基 づ く 保 護 を 受

け て い る 世 帯 （ 単 給 世 帯 を 含

む 。 ） 又 は 中 国 残 留 邦 人 等 の 円

滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰

国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特

定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す

0 円 0 円 0 円 

  Ａ 階
層 

生 活 保 護 法 に 基 づ く 保 護 を 受

け て い る 世 帯 （ 単 給 世 帯 を 含

む 。 ） 又 は 中 国 残 留 邦 人 等 の 円

滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰

国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特

定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す

〇 円 〇 円 〇 円 
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る 法 律 に 基 づ く 支 援 給 付 を 受

け て い る 世 帯 

る 法 律 に 基 づ く 支 援 給 付 を 受

け て い る 世 帯 

 Ｂ 階
層 

Ａ 階 層 を 除 き 、 入 所 の 措 置 等 に

係 る 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年

度 の 市 町 村 民 税 の 非 課 税 者 の

み の 世 帯 

2,200 円 1,100 円 0 円 

  Ｂ 階
層 

Ａ 階 層 を 除 き 、 入 所 の 措 置 等 に

係 る 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年

度 の 市 町 村 民 税 の 非 課 税 者 の

み の 世 帯 

二 、 二 〇 〇
円 

一 、 一 〇 〇
円 

〇 円 

 

 Ｃ 階
層 

Ａ 階 層 を 除 き 、 入 所 の 措 置 等 に

係 る 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年

度 の 市 町 村 民 税 の 課 税 者 が い

る 世 帯 で あ つ て 、 そ の 市 町 村 民

税 の 額 が 均 等 割 の 額 の み の も

の 
4,500 円 2,200 円 1,000 円 

  Ｃ 階
層 

Ａ 階 層 及

び Ｄ 階 層

を 除 き 、 入

所 の 措 置

等 に 係 る

日 の 属 す

る 年 度 の

当 該 年 度

の 市 町 村

民 税 の 課

税 者 が い

る 世 帯 

Ｃ

1 

均 等 割 の 額 の み

の 世 帯 （ 所 得 割 の

額 の な い 世 帯 ） 

四 、 五 〇 〇
円 

二 、 二 〇 〇
円 

一 、 〇 〇 〇
円 

 

   

Ｃ

2 

所 得 割 の 額 が あ

る 世 帯 

六 、 六 〇 〇
円 

三 、 三 〇 〇
円 

一 、 〇 〇 〇
円 

 

 Ｄ 階
層 

Ａ 階 層 及

び Ｃ 階 層

を 除 き 、 入

所 の 措 置

等 に 係 る

日 の 属 す

る 年 度 の

当 該 年 度

の 市 町 村

民 税 の 課

税 者 が い

る 世 帯 で

あ つ て 、 そ

の 市 町 村

民 税 の 所

得 割 の 額

Ｄ

1 
9,000 円 以 下 6,600 円 3,300 円 1,000 円 

  Ｄ 階
層 

Ａ 階 層 及

び Ｂ 階 層

を 除 き 、 入

所 の 措 置

等 に 係 る

日 の 属 す

る 年 の 前

年 分 の 所

得 税 の 課

税 者 が い

る 世 帯 で

あ つ て 、 そ

の 所 得 税

の 年 額 の

区 分 が 次

の 区 分 に

Ｄ

1 

一 五 、 〇 〇 〇 円 以
下 

九 、 〇 〇 〇
円 

四 、 五 〇 〇
円 

一 、 〇 〇 〇
円 

 

 

Ｄ

2 
9,001 円 か ら 

27,000 円 ま で 
9,000 円 4,500 円 1,000 円 

  

Ｄ

2 

一 五 、 〇 〇 一 円 か
ら 

四 〇 、 〇 〇 〇 円 ま
で 

一 三 、 五 〇
〇 円 

六 、 七 〇 〇
円 

一 、 〇 〇 〇
円 

 

   

Ｄ

3 
27,001 円 か ら 

57,000 円 ま で 
13,500 円 6,700 円 1,000 円 

    

Ｄ

3 

四 〇 、 〇 〇 一 円 か
ら 

七 〇 、 〇 〇 〇 円 ま
で 

一 八 、 七 〇
〇 円 

九 、 三 〇 〇
円 

所 得 税 の 年

額 が 、 六 〇 、

〇 〇 〇 円 以

下 で あ る 世

帯 に あ つ て

は 一 、 〇 〇

〇 円 、 六 〇 、

〇 〇 一 円 以

上 で あ る 世

帯 に あ つ て
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の 区 分 が

次 の 区 分

に 該 当 す

る も の 

  

該 当 す る

も の 

は 二 、 〇 〇

〇 円 

   

Ｄ

4 
57,001 円 か ら 

93,000 円 ま で 
18,700 円 9,300 円 

市 町 村 民 税

の 所 得 割 の

額 が 、

81,000 円 以

下 で あ る 世

帯 に あ つ て

は1,000 円 、

81,001 円 以

上 で あ る 世

帯 に あ つ て

は2,000 円 

    

Ｄ

4 

七 〇 、 〇 〇 一 円 か
ら 

一 八 三 、 〇 〇 〇 円
ま で 

二 九 、 〇 〇
〇 円 

一 四 、 五 〇
〇 円 

二 、 〇 〇 〇
円 

 

     

Ｄ

5 
93,001 円 か ら 

177,300 円 ま で 
29,000 円 14,500 円 2,000 円 

      

Ｄ

5 

一 八 三 、 〇 〇 一 円
か ら 

四 〇 三 、 〇 〇 〇 円
ま で 

四 一 、 二 〇
〇 円 

二 〇 、 六 〇
〇 円 

二 、 〇 〇 〇
円 

 

     

Ｄ

6 
177,301 円 か ら 

258,100 円 ま で 
41,200 円 20,600 円 2,000 円 

      

Ｄ

6 

四 〇 三 、 〇 〇 一 円
か ら 

七 〇 三 、 〇 〇 〇 円
ま で 

五 四 、 二 〇
〇 円 

二 七 、 一 〇
〇 円 

二 、 〇 〇 〇
円 

 

     

Ｄ

7 
258,101 円 か ら 

348,100 円 ま で 
54,200 円 27,100 円 2,000 円 

      

Ｄ

7 

七 〇 三 、 〇 〇 一 円
か ら 

一 、 〇 七 八 、 〇 〇

〇 円 ま で 

六 八 、 七 〇
〇 円 

三 四 、 三 〇
〇 円 

二 、 〇 〇 〇
円 

 

     

Ｄ

8 
348,101 円 か ら 

456,100 円 ま で 
68,700 円 34,300 円 2,000 円 

      

Ｄ

8 

一 、 〇 七 八 、 〇 〇

一 円 か ら 

一 、 六 三 二 、 〇 〇

〇 円 ま で 

八 五 、 〇 〇
〇 円 

四 二 、 五 〇
〇 円 

二 、 〇 〇 〇
円 

 

     

Ｄ

9 
456,101 円 か ら 

583,200 円 ま で 
85,000 円 42,500 円 2,000 円 

      

Ｄ

9 

一 、 六 三 二 、 〇 〇

一 円 か ら 

二 、 三 〇 三 、 〇 〇

〇 円 ま で 

一 〇 二 、 九

〇 〇 円 

五 一 、 四 〇
〇 円 

二 、 〇 〇 〇
円 

 

     Ｄ 583,201 円 か ら 102,900 円 51,400 円 2,000 円       Ｄ 二 、 三 〇 三 、 〇 〇 一 二 二 、 五 六 一 、 二 〇 二 、 〇 〇 〇  
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10 704,000 円 ま で 10 一 円 か ら 

三 、 一 一 七 、 〇 〇

〇 円 ま で 

〇 〇 円 〇 円 円 

     

Ｄ

11 
704,001 円 か ら 

852,000 円 ま で 
122,500 円 61,200 円 2,000 円 

      

Ｄ

11 

三 、 一 一 七 、 〇 〇

一 円 か ら 

四 、 一 七 三 、 〇 〇

〇 円 ま で 

一 四 三 、 八

〇 〇 円 

七 一 、 九 〇
〇 円 

二 、 〇 〇 〇
円 

 

     
Ｄ

12 
852,001 円 か ら 

1,044,000 円 ま で 
143,800 円 71,900 円 2,000 円 

      

Ｄ

12 

四 、 一 七 三 、 〇 〇

一 円 か ら 

五 、 三 三 四 、 〇 〇

〇 円 ま で 

一 六 六 、 六

〇 〇 円 

八 三 、 三 〇
〇 円 

二 、 〇 〇 〇
円 

 

     

Ｄ

13 
1,044,001 円 か ら 

1,225,500 円 ま で 
166,600 円 83,300 円 2,000 円 

      

Ｄ

13 

五 、 三 三 四 、 〇 〇

一 円 か ら 

六 、 六 七 四 、 〇 〇

〇 円 ま で 

一 九 一 、 二

〇 〇 円 

九 五 、 六 〇
〇 円 

二 、 〇 〇 〇
円 

 

     

Ｄ

14 
1,225,501 円 か ら 

1,426,500 円 ま で 
191,200 円 95,600 円 2,000 円 

      

Ｄ

14 

六 、 六 七 四 、 〇 〇

一 円 以 上 

そ の 月 に お

け る 措 置 児

童 に 係 る 措

置 費 の 支 弁

額 

そ の 月 に お

け る 措 置 児

童 に 係 る 措

置 費 の 支 弁

額 

そ の 月 に お

け る 措 置 児

童 に 係 る 措

置 費 の 支 弁

額 

 

   

Ｄ

15 
1,426,501 円 以 上 

そ の 月 に お

け る 措 置 児

童 に 係 る 措

置 費 の 支 弁

額 

そ の 月 に お

け る 措 置 児

童 に 係 る 措

置 費 の 支 弁

額 

そ の 月 に お

け る 措 置 児

童 に 係 る 措

置 費 の 支 弁

額 

    

     

 

 （ ２ ） 障 害 児 入 所 施 設 及 び 指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 に 係 る 徴 収 金 額 の 表  （ 新 設 ） 

 各 月 初 日 の 措 置 児 童 の 属 す る 世 帯

の 階 層 区 分 

徴 収 金 額 （ 月 額 ） 
  

   

 

Ａ 階
層 

生 活 保 護 法 に 基 づ く 保 護 を 受

け て い る 世 帯 （ 単 給 世 帯 を 含

む 。 ） 又 は 中 国 残 留 邦 人 等 の 円

滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰

国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特

定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す

0 円 
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る 法 律 に 基 づ く 支 援 給 付 を 受

け て い る 世 帯 

 
Ｂ 階

層 

Ａ 階 層 を 除 き 、 入 所 の 措 置 等 に

係 る 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年

度 の 市 町 村 民 税 の 非 課 税 者 の

み の 世 帯 

2,200 円 

  

 

Ｃ 階
層 

Ａ 階 層 を 除 き 、 入 所 の 措 置 等 に

係 る 日 の 属 す る 年 度 の 当 該 年

度 の 市 町 村 民 税 の 課 税 者 が い

る 世 帯 で あ つ て 、 そ の 市 町 村 民

税 の 額 が 均 等 割 の 額 の み の も

の 

4,500 円 

  

 

Ｄ 階
層 

Ａ 階 層 及

び Ｃ 階 層

を 除 き 、 入

所 の 措 置

等 に 係 る

日 の 属 す

る 年 度 の

当 該 年 度

の 市 町 村

民 税 の 課

税 者 が い

る 世 帯 で

あ つ て 、 そ

の 市 町 村

民 税 の 所

得 割 の 額

の 区 分 が

次 の 区 分

に 該 当 す

る も の 

Ｄ

1 
12,000 円 以 下 6,600 円 

  

 Ｄ

2 

12,001 円 か ら 

30,000 円 ま で 
9,000 円 

  

 Ｄ

3 

30,001 円 か ら 

60,000 円 ま で 
13,500 円 

  

 Ｄ

4 

60,001 円 か ら 

96,000 円 ま で 
18,700 円 

  

 Ｄ

5 

96,001 円 か ら 

189,000 円 ま で 
29,000 円 

  

 Ｄ

6 

189,001 円 か ら 

277,000 円 ま で 
41,200 円 

  

 Ｄ

7 

277,001 円 か ら 

348,000 円 ま で 
54,200 円 

  

 Ｄ

8 

348,001 円 か ら 

465,000 円 ま で 
68,700 円 

  

 Ｄ

9 

465,001 円 か ら 

594,000 円 ま で 
85,000 円 

  

 Ｄ

10 

594,001 円 か ら 

716,000 円 ま で 
102,900 円 

  

 Ｄ

11 

716,001 円 か ら 

864,000 円 ま で 
122,500 円 
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 Ｄ

12 

864,001 円 か ら 

1,056,000 円 ま で 
143,800 円 

  

 
 

Ｄ

13 

1,056,001 円 か ら 

1,238,000 円 ま で 
166,600 円 

  

 
 

Ｄ

14 

1,238,001 円 か ら 

1,439,000 円 ま で 
191,200 円 

  

 
 

Ｄ
15 

1,439,001 円 以 上 

そ の 月 に お け る 措 置 児 童 に 係 る 措

置 費 の 支 弁 額 

  

  

備 考 備 考 

１ 各 月 初 日 の 措 置 児 童 の 属 す る 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄 中 「 入 所 の 措 置 等 に

係 る 日 」 と は 、 助 産 施 設 等 に お け る 助 産 等 の 実 施 に あ つ て は 第 ９ 条 第 ３

項 に 規 定 す る 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 日 又 は 当 該 助 産 施 設 等 に お け る

助 産 等 の 実 施 を 受 け て い る 日 を い い 、 法 第 ２ ７ 条 第 １ 項 第 ３ 号 若 し く は

第 ２ 項 の 規 定 に よ る 措 置 に あ つ て は 当 該 措 置 の 採 ら れ た 日 又 は 当 該 措 置

を 受 け て い る 日 を い い 、 児 童 自 立 生 活 援 助 の 実 施 に あ つ て は 第 １ ９ 条 の

２ 第 １ 項 に 規 定 す る 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 日 又 は 当 該 児 童 自 立 生 活

援 助 の 実 施 を 受 け て い る 日 を い う 。 

一 各 月 初 日 の 措 置 児 童 の 属 す る 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄 中 「 入 所 の 措 置 等 に

係 る 日 」 と は 、 助 産 施 設 等 に お け る 助 産 等 の 実 施 に あ つ て は 第 九 条 第 三

項 に 規 定 す る 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 日 又 は 当 該 助 産 施 設 等 に お け る

助 産 等 の 実 施 を 受 け て い る 日 を い い 、 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 三 号 若 し く

は 第 二 項 の 規 定 に よ る 措 置 に あ つ て は 当 該 措 置 の 採 ら れ た 日 又 は 当 該 措

置 を 受 け て い る 日 を い い 、 児 童 自 立 生 活 援 助 の 実 施 に あ つ て は 第 十 九 条

の 二 第 一 項 に 規 定 す る 申 込 書 を 提 出 し よ う と す る 日 又 は 当 該 児 童 自 立 生

活 援 助 の 実 施 を 受 け て い る 日 を い う 。 

２ ４ 月 か ら ６ 月 ま で の 間 に 第 ９ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 申 込 書 を 提 出 し た 場

合 、 法 第 ２ ７ 条 第 １ 項 第 ３ 号 若 し く は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 措 置 が 採 ら れ

た 場 合 、 第 １ ９ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 申 込 書 を 提 出 し た 場 合 又 は ４ 月

か ら ５ 月 ま で の 間 に 世 帯 調 書 若 し く は 課 税 状 況 等 申 告 書 の 内 容 に 変 更 が

生 じ た 場 合 に あ つ て は 、 各 月 初 日 の 措 置 児 童 の 属 す る 世 帯 の 階 層 区 分 の

欄 中 「 当 該 年 度 」 と あ る の は 、 「 前 年 度 分 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

二 四 月 か ら 六 月 ま で の 間 に 第 九 条 第 三 項 に 規 定 す る 申 込 書 を 提 出 し た 場

合 、 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 三 号 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 措 置 が 採 ら

れ た 場 合 、 第 十 九 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 申 込 書 を 提 出 し た 場 合 又 は 四

月 か ら 五 月 ま で の 間 に 世 帯 調 書 若 し く は 課 税 状 況 等 申 告 書 の 内 容 に 変 更

が 生 じ た 場 合 に あ つ て は 、 各 月 初 日 の 措 置 児 童 の 属 す る 世 帯 の 階 層 区 分

の 欄 中 「 当 該 年 度 」 と あ る の は 、 「 前 年 度 分 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

３ 各 月 初 日 の 措 置 児 童 の 属 す る 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄 中 「 均 等 割 の 額 」 と

は 地 方 税 法 第 ２ ９ ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 均 等 割 の 額 を い い 、 「 所

得 割 の 額 」 と は 同 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 所 得 割 （ 当 該 所 得 割 を 計 算 す る 場

合 に お い て は 、 児 童 入 所 施 設 措 置 費 等 国 庫 負 担 金 交 付 要 綱 （ 児 童 福 祉 法

に よ る 児 童 入 所 施 設 措 置 費 等 国 庫 負 担 金 に つ い て （ 平 成 １ １ 年 ４ 月 ３ ０

日 付 け 厚 生 省 発 児 第 ８ ６ 号 厚 生 事 務 次 官 通 知 ） で 定 め る 交 付 要 綱 を い

う 。 ） 又 は 障 害 児 入 所 給 付 費 等 国 庫 負 担 金 及 び 障 害 児 入 所 医 療 費 等 国 庫

負 担 金 交 付 要 綱 （ 障 害 児 入 所 給 付 費 等 国 庫 負 担 金 及 び 障 害 児 入 所 医 療 費

等 国 庫 負 担 金 に つ い て （ 平 成 １ ９ 年 １ ２ 月 １ ８ 日 付 け 厚 生 労 働 省 発 障 第

１ ２ １ ８ ０ ０ ２ 号 厚 生 労 働 事 務 次 官 通 知 ） で 定 め る 交 付 要 綱 を い う 。 ）

三 各 月 初 日 の 措 置 児 童 の 属 す る 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄 中 「 均 等 割 の 額 」 と

は 地 方 税 法 第 二 百 九 十 二 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 均 等 割 の 額 を い い 、

「 所 得 割 の 額 」 と は 同 項 第 二 号 に 規 定 す る 所 得 割 （ 当 該 所 得 割 を 計 算 す

る 場 合 に お い て は 、 児 童 入 所 施 設 措 置 費 等 国 庫 負 担 金 交 付 要 綱 （ 児 童 福

祉 法 に よ る 児 童 入 所 施 設 措 置 費 等 国 庫 負 担 金 に つ い て （ 平 成 十 一 年 四 月

三 十 日 付 け 厚 生 省 発 児 第 八 十 六 号 厚 生 事 務 次 官 通 知 ） で 定 め る 交 付 要 綱

を い う 。 第 五 号 に お い て 同 じ 。 ） に 定 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。 ）

の 額 を い う 。 た だ し 、 同 法 第 三 百 二 十 三 条 に 規 定 す る 市 町 村 民 税 の 減 免

が あ つ た 場 合 に は 、 そ の 額 を 所 得 割 の 額 又 は 均 等 割 の 額 か ら 順 次 控 除 し

た 額 を 所 得 割 の 額 又 は 均 等 割 の 額 と す る 。 
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に 定 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。 ） の 額 を い う 。 た だ し 、 同 法 第 ３ ２

３ 条 に 規 定 す る 市 町 村 民 税 の 減 免 が あ つ た 場 合 に は 、 そ の 額 を 所 得 割 の

額 又 は 均 等 割 の 額 か ら 順 次 控 除 し た 額 を 所 得 割 の 額 又 は 均 等 割 の 額 と す

る 。 

（ 削 る 。 ） 四 一 月 か ら 六 月 ま で の 間 に 第 九 条 第 三 項 に 規 定 す る 申 込 書 を 提 出 し た 場

合 、 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 三 号 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 措 置 が 採 ら

れ た 場 合 、 第 十 九 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 申 込 書 を 提 出 し た 場 合 又 は 一

月 か ら 五 月 ま で の 間 に 世 帯 調 書 若 し く は 課 税 状 況 等 申 告 書 の 内 容 に 変 更

が あ つ た 場 合 に あ つ て は 、 各 月 初 日 の 措 置 児 童 の 属 す る 世 帯 の 階 層 区 分

の 欄 中 「 前 年 分 」 と あ る の は 、 「 前 々 年 分 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

（ 削 る 。 ） 五 各 月 初 日 の 措 置 児 童 の 属 す る 世 帯 の 階 層 区 分 の 欄 中 「 所 得 税 の 年 額 」

と は 、 所 得 税 課 税 者 の 課 税 額 （ 当 該 課 税 額 を 計 算 す る 場 合 に お い て は 、

児 童 入 所 施 設 措 置 費 等 国 庫 負 担 金 交 付 要 綱 に 定 め る と こ ろ に よ る も の と

す る 。 ） の 合 算 額 を い う 。 

一 部 改 正 〔 昭 和 六 三 年 規 則 五 二 号 ・ 平 成 七 年 七 〇 号 ・ 一 〇 年 三 七 号 ・

六 八 号 ・ 一 一 年 二 五 号 ・ 一 三 年 六 一 号 ・ 一 七 年 七 号 ・ 二 〇 年 二 号 ・

六 八 号 ・ 二 二 年 五 四 号 ・ 二 四 年 四 〇 号 ・ 五 七 号 ・ 二 六 年 五 二 号 ・ 三

〇 年 四 九 号 〕 

一 部 改 正 〔 昭 和 六 三 年 規 則 五 二 号 ・ 平 成 七 年 七 〇 号 ・ 一 〇 年 三 七 号 ・

六 八 号 ・ 一 一 年 二 五 号 ・ 一 三 年 六 一 号 ・ 一 七 年 七 号 ・ 二 〇 年 二 号 ・

六 八 号 ・ 二 二 年 五 四 号 ・ 二 四 年 四 〇 号 ・ 五 七 号 ・ 二 六 年 五 二 号 ・ 三

〇 年 四 九 号 〕 

別 記 第 一 号 様 式 か ら 第 十 四 号 様 式 ま で 削 除 別 記 第 一 号 様 式 か ら 第 十 四 号 様 式 ま で 削 除 

〔 平 成18 年 規 則55 号 〕 〔 平 成18 年 規 則55 号 〕 

第 十 五 号 様 式 

（ 第 七 条 第 一 項 ） 

第 十 五 号 様 式 

（ 第 七 条 第 一 項 ） 

一 部 改 正 〔 平 成11 年 規 則89 号 ・14 年49 号 ・29 年30 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成11 年 規 則89 号 ・14 年49 号 ・29 年30 号 〕 

第 十 六 号 様 式 

（ 第 七 条 第 一 項 ） 

第 十 六 号 様 式 

（ 第 七 条 第 一 項 ） 

第 十 六 号 様 式 の 二 

（ 第 七 条 第 一 項 、 第 九 条 第 三 項 及 び 第 二 十 二 条 ） 
第 十 六 号 様 式 の 二 

（ 第 七 条 第 一 項 、 第 九 条 第 三 項 及 び 第 二 十 二 条 ） 

追 加 〔 平 成18 年 規 則55 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成21 年 規 則29 号 ・29 年30

号 〕 

追 加 〔 平 成18 年 規 則55 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成21 年 規 則29 号 ・29 年30

号 〕 

第 十 七 号 様 式 

（ 第 七 条 第 二 項 ） 

第 十 七 号 様 式 

（ 第 七 条 第 二 項 ） 

一 部 改 正 〔 平 成17 年 規 則82 号 ・20 年 ２ 号 ・27 年66 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成17 年 規 則82 号 ・20 年 ２ 号 ・27 年66 号 〕 

第 十 七 号 様 式 の 二 

（ 第 八 条 第 一 項 ） 

第 十 七 号 様 式 の 二 

（ 第 八 条 第 一 項 ） 
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追 加 〔 平 成18 年 規 則55 号 〕 追 加 〔 平 成18 年 規 則55 号 〕 
第 十 七 号 様 式 の 三 

（ 第 八 条 第 二 項 ） 

第 十 七 号 様 式 の 三 

（ 第 八 条 第 二 項 ） 

追 加 〔 平 成18 年 規 則55 号 〕 追 加 〔 平 成18 年 規 則55 号 〕 

第 十 八 号 様 式 

（ 第 九 条 第 一 項 ） 

第 十 八 号 様 式 

（ 第 九 条 第 一 項 ） 

全 部 改 正 〔 平 成13 年 規 則61 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成29 年 規 則30 号 〕 全 部 改 正 〔 平 成13 年 規 則61 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成29 年 規 則30 号 〕 

第 十 九 号 様 式 

（ 第 九 条 第 二 項 ） 

第 十 九 号 様 式 

（ 第 九 条 第 二 項 ） 

追 加 〔 平 成13 年 規 則61 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成29 年 規 則30 号 〕 追 加 〔 平 成13 年 規 則61 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成29 年 規 則30 号 〕 

第 二 十 号 様 式 

（ 第 九 条 第 四 項 ） 

第 二 十 号 様 式 

（ 第 九 条 第 四 項 ） 

一 部 改 正 〔 平 成10 年 規 則37 号 ・13 年61 号 ・17 年82 号 ・27 年66 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成10 年 規 則37 号 ・13 年61 号 ・17 年82 号 ・27 年66 号 〕 

第 二 十 一 号 様 式 

（ 第 九 条 第 四 項 ） 

第 二 十 一 号 様 式 

（ 第 九 条 第 四 項 ） 

一 部 改 正 〔 平 成10 年 規 則37 号 ・13 年61 号 ・17 年82 号 ・27 年66 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成10 年 規 則37 号 ・13 年61 号 ・17 年82 号 ・27 年66 号 〕 

第 二 十 二 号 様 式 

（ 第 九 条 第 五 項 ） 

第 二 十 二 号 様 式 

（ 第 九 条 第 五 項 ） 

全 部 改 正 〔 平 成13 年 規 則61 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成17 年 規 則82 号 ・27

年66 号 〕 

全 部 改 正 〔 平 成13 年 規 則61 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成17 年 規 則82 号 ・27

年66 号 〕 

第 二 十 三 号 様 式 

（ 第 十 条 第 一 項 ） 

第 二 十 三 号 様 式 

（ 第 十 条 第 一 項 ） 

一 部 改 正 〔 平 成10 年 規 則37 号 ・13 年61 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成10 年 規 則37 号 ・13 年61 号 〕 

第 二 十 四 号 様 式 

（ 第 十 条 第 二 項 ） 

第 二 十 四 号 様 式 

（ 第 十 条 第 二 項 ） 

一 部 改 正 〔 平 成10 年 規 則37 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成10 年 規 則37 号 〕 

第 二 十 五 号 様 式 

（ 第 十 一 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で ） 
第 二 十 五 号 様 式 

（ 第 十 一 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で ） 

一 部 改 正 〔 平 成 ６ 年 規 則24 号 ・16 年74 号 ・17 年82 号 ・20 年 ２ 号 ・27

年66 号 〕 
一 部 改 正 〔 平 成 ６ 年 規 則24 号 ・16 年74 号 ・17 年82 号 ・20 年 ２ 号 ・27

年66 号 〕 

第 二 十 六 号 様 式 

（ 第 十 二 条 第 一 項 ） 

第 二 十 六 号 様 式 

（ 第 十 二 条 第 一 項 ） 

全 部 改 正 〔 平 成 ６ 年 規 則24 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成17 年 規 則82 号 ・24

年40 号 ・27 年66 号 〕 

全 部 改 正 〔 平 成 ６ 年 規 則24 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成17 年 規 則82 号 ・24

年40 号 ・27 年66 号 〕 
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第 二 十 七 号 様 式 
（ 第 十 二 条 第 二 項 ） 

第 二 十 七 号 様 式 

（ 第 十 二 条 第 二 項 ） 

全 部 改 正 〔 平 成 ６ 年 規 則24 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成17 年 規 則82 号 ・24

年40 号 ・27 年66 号 〕 

全 部 改 正 〔 平 成 ６ 年 規 則24 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成17 年 規 則82 号 ・24

年40 号 ・27 年66 号 〕 

第 二 十 八 号 様 式 

（ 第 十 二 条 第 二 項 ） 

第 二 十 八 号 様 式 

（ 第 十 二 条 第 二 項 ） 

全 部 改 正 〔 平 成 ６ 年 規 則24 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成17 年 規 則82 号 ・24

年40 号 ・27 年66 号 〕 

全 部 改 正 〔 平 成 ６ 年 規 則24 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成17 年 規 則82 号 ・24

年40 号 ・27 年66 号 〕 

第 二 十 九 号 様 式 

（ 第 十 三 条 第 一 項 ） 

第 二 十 九 号 様 式 

（ 第 十 三 条 第 一 項 ） 

全 部 改 正 〔 平 成20 年 規 則34 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成24 年 規 則40 号 ・29

年30 号 〕 

全 部 改 正 〔 平 成20 年 規 則34 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成24 年 規 則40 号 ・29

年30 号 〕 

第 三 十 号 様 式 

（ 第 十 三 条 第 二 項 ） 

第 三 十 号 様 式 

（ 第 十 三 条 第 二 項 ） 

全 部 改 正 〔 平 成20 年 規 則34 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成29 年 規 則30 号 〕 全 部 改 正 〔 平 成20 年 規 則34 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成29 年 規 則30 号 〕 

第 三 十 一 号 様 式 か ら 第 三 十 四 号 様 式 ま で 削 除 第 三 十 一 号 様 式 か ら 第 三 十 四 号 様 式 ま で 削 除 

削 除 〔 平 成20 年 規 則34 号 〕 削 除 〔 平 成20 年 規 則34 号 〕 

第 三 十 五 号 様 式 

（ 第 十 四 条 ） 

第 三 十 五 号 様 式 

（ 第 十 四 条 ） 

一 部 改 正 〔 平 成11 年 規 則89 号 ・17 年82 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成11 年 規 則89 号 ・17 年82 号 〕 

 第 三 十 六 号 様 式 か ら 第 三 十 九 号 様 式 ま で  第 三 十 六 号 様 式 か ら 第 三 十 九 号 様 式 ま で 

 削 除 〔 平 成17 年 規 則82 号 〕  削 除 〔 平 成17 年 規 則82 号 〕 

第 四 十 号 様 式 

（ 第 十 六 条 ） 

第 四 十 号 様 式 

（ 第 十 六 条 ） 

全 部 改 正 〔 平 成20 年 規 則34 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成25 年 規 則16 号 〕 全 部 改 正 〔 平 成20 年 規 則34 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成25 年 規 則16 号 〕 

第 四 十 一 号 様 式 

（ 第 十 七 条 第 一 項 ） 
第 四 十 一 号 様 式 

（ 第 十 七 条 第 一 項 ） 

一 部 改 正 〔 平 成 ６ 年 規 則24 号 ・11 年89 号 ・30 年49 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成 ６ 年 規 則24 号 ・11 年89 号 ・30 年49 号 〕 

第 四 十 二 号 様 式 

（ 第 十 七 条 第 二 項 ） 

第 四 十 二 号 様 式 

（ 第 十 七 条 第 二 項 ） 

一 部 改 正 〔 平 成11 年 規 則89 号 ・30 年49 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成11 年 規 則89 号 ・30 年49 号 〕 

第 四 十 三 号 様 式 

（ 第 十 八 条 ） 

第 四 十 三 号 様 式 

（ 第 十 八 条 ） 

全 部 改 正 〔 平 成 ６ 年 規 則24 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成10 年 規 則37 号 ・17 全 部 改 正 〔 平 成 ６ 年 規 則24 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成10 年 規 則37 号 ・17
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年82 号 ・24 年40 号 ・27 年66 号 〕 年82 号 ・24 年40 号 ・27 年66 号 〕 
第 四 十 四 号 様 式 

（ 第 十 九 条 ） 

第 四 十 四 号 様 式 

（ 第 十 九 条 ） 

全 部 改 正 〔 平 成 ６ 年 規 則24 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成17 年 規 則82 号 ・27
年66 号 〕 

全 部 改 正 〔 平 成 ６ 年 規 則24 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成17 年 規 則82 号 ・27

年66 号 〕 

第 四 十 四 号 様 式 の 二 

（ 第 十 九 条 の 二 第 一 項 ） 

第 四 十 四 号 様 式 の 二 

（ 第 十 九 条 の 二 第 一 項 ） 

追 加 〔 平 成22 年 規 則54 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成29 年 規 則30 号 〕 追 加 〔 平 成22 年 規 則54 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成29 年 規 則30 号 〕 

第 四 十 四 号 様 式 の 三 

（ 第 十 九 条 の 二 第 二 項 及 び 第 二 十 二 条 第 四 項 ） 

第 四 十 四 号 様 式 の 三 

（ 第 十 九 条 の 二 第 二 項 及 び 第 二 十 二 条 第 四 項 ） 

追 加 〔 平 成22 年 規 則54 号 〕 追 加 〔 平 成22 年 規 則54 号 〕 

第 四 十 五 号 様 式 削 除 第 四 十 五 号 様 式 削 除 

削 除 〔 平 成24 年 規 則40 号 〕 削 除 〔 平 成24 年 規 則40 号 〕 

第 四 十 六 号 様 式 削 除 第 四 十 六 号 様 式 削 除 

削 除 〔 平 成18 年 規 則55 号 〕 削 除 〔 平 成18 年 規 則55 号 〕 

第 四 十 七 号 様 式 

（ 第 二 十 六 条 ） 

第 四 十 七 号 様 式 

（ 第 二 十 六 条 ） 

一 部 改 正 〔 平 成10 年 規 則37 号 ・13 年61 号 ・14 年49 号 ・17 年82 号 ・18

年55 号 ・20 年 ２ 号 ・21 年29 号 ・27 年66 号 〕 

一 部 改 正 〔 平 成10 年 規 則37 号 ・13 年61 号 ・14 年49 号 ・17 年82 号 ・18

年55 号 ・20 年 ２ 号 ・21 年29 号 ・27 年66 号 〕 

 


